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Ⅻ 「友和」に発表された文章
ゆ う わ

［ PDF版増補３ ］

12 章は、日本友和会の機関誌である『友和』に収録された鈴木の著作集です。本章
ゆう わ かい ゆう わ

においても、文章を読みやすくするために若干の編集をしています。特に裁判記録な

どの正確な記録をお読みになりたい方や、各種学術研究をされる方などは、原文をお

読みください。
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「友和」第 200 号 1970 年

12-1 アメリカ市民に訴える（訳者市東 (1)）
し とう

私はジョージ・ワシントンの国民 (2)を愛します。私はアブラハム・リンカーンの国

を愛します。私は清教徒たちが、すべて人間は平等であるとの理念に基づいて作った
もと

国を愛します。

私は内村鑑三が純福音の信仰を獲得した地を愛します。彼は 84 年前マサチューセッ
ふく いん かく とく

ツ州アマースト大学に学びました。また私はウイリアム・メレル・ヴォーリズの故国

を愛します。彼は、日本において独自の伝道団、近江兄弟社をつくりました。
お うみ

私は、神のもとに人類福祉のため偉大な貢献をした国民を尊敬します。米国民は世
こう けん

界の自由を一歩進めたのです。またキリスト教の真理を伝えました。

しかし、あなた方がいま神に頼ることをやめようとしているかに見えるのは残念至
し

極です。兵力によって国を守ることはできません。防空壕はあなた方を守ってはくれ
ごく ぼう くう ごう

ません。

かつて戦争はもうかる事業でした。しかし現代では、戦争は経済的にも政治的にも

収支 償 うものではありません。この事実は、恵み溢れる神が罪深い人類を愚かにし
つぐな あふ

て無意味なあらゆる戦争から救い出すために用意して下さった恵みです。

現代戦は思想戦争であると言われています。しかし、思想を兵力によって奪うこと

はできません。そのために兵力を使っても相手の思想を助けるだけです。それだから、

共産主義の理想は過去一世紀にわたる努力にも 拘 らずいまだに実現されず、またア
かかわ

メリカがベトナム戦争に勝てないのです。

リンカーンは「誰に対しても悪意をもたず、すべての人に善意を (3)」と言いました。

キリストの愛により共産主義者を誠実な人にできます。敵を友にかえることができま

す。

こういうわけですから、どうか信仰に立ち返ってください。そして神に依り頼み米
よ たの

国の建国の親たちの栄光をとりもどして下さい。

（元の英文は 9-2 に掲載）
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「友和」第 271 号 1976 年

12-2 自分を義とするな

自分を義人だと自認して他人を見下げている人たちに対して、イエスはまたこの譬
ぎ じん たと

えをお話になった。

これはルカ伝 18 章の真の信仰はいかなるものであるかを教えられたファリサイ人

と取税人の譬えの前文である。
しゅ ぜい にん たと

人を真理より遠ざけ、真の信仰をもつことを 妨 げる最大のもの、それは、何でも
さまた

自分に関することは善とし、自分に反対するものを悪とする考え方である。今日の学
こん にち

者も、政治家も、権力者も、庶民も皆この 誤 りに 陥 っている。それで日本において
しょ みん あやま おちい

は、被差別部落解放問題
(4)
という困難なことが 生 じている。自分の政党が善くて相

しょう よ

手が悪いと考えるから議会政治が駄目になっている。自分の国が正しくて相手の国が
だ め

悪いと考えてしまうから、地上に戦争が絶えない。自分を義とするのは罪の根源であ
た こん げん

る。

人はソクラテスのいう如く 己 の愚かさを知り、聖書の示す如く己が罪を自覚しな
ごと おのれ ごと

ければ真理を求むることである学問も出来ず、人として生きてもゆけない。自分が義
ぎ

人でないのに義人だと自任 (5)するので、真理を曲げることになる。真理に権威を置か
じん ぎ じん じ にん けん い

ないで自分に権威を置くのである。これでは「わたくしたちは真理に逆らっては何を
けん い

する力もなく、真理にしたがえば力がある」とコリント後書 13 章 8 節にある如く、
こう しょ ごと

すべて必ず行きづまる。いくら知能が優れ、権力や金脈をもっていても、ニクソンや
すぐ

田中 (6)の如く失 脚 する。
ごと しっきゃく

憲法第九条第二項は、自衛のための軍備は持ってもよいことを示すべく我等（軍国
われ ら

主義者達）の先輩が米国の圧迫に対してつけ加えたのだという説
(7)
が今日行われてい

こん にち

る。飛行機に乗ることは大変上手であるが他のことは何もわからない源田 実 氏
(8)
の

げん だ みのる

ような人が言うこととばかり思っていたら、驚いたことには錚々たる学者や政治家も
そう そう

同じ事を言っている。普通の理解力のあるものなら誰が考えても、第九条第二項は第

一項で述べている国際紛争解決のために戦争をしないということを確かなものとする
ふん そう

為に、軍備を持たないと宣言しているとしか取れないのに、自衛の為に軍備は持って

もいいことを明記しているのだ、とこじつけている。そこで「戦力なき軍隊」という

奇妙な言葉さえ作り出す。軍隊とは戦力を持ったものを言うし、現実に自衛隊は戦力

を増す為の訓練をしてい（二行ほど欠）
ま

「前項の目的を達する為、 即 ち国際紛争を解決する為に戦力を用いない」という
すなわ ふん そう もち

のであるから、自衛の為の戦争は国際紛争ではないというのであろう。そんなばかな
ふん そう

事があり得るはずがない。個人の場合には、ある日突然精神疾患 (9)の発作を起こし刃
しっ かん
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物を振り廻すと言うことがあり得るが、国家という集団においては狂気になるには時
まわ

間がかかり、その前 兆 がある。それが国際紛争である。それ故自衛のための戦争と
ぜん ちょう ふん そう ゆえ

言っても、それは必ず国際紛争の結果である。第九条第二項が自衛のための戦争を否
ふん そう

定してないというなら、まず国際紛争でない自衛のための戦争のあり得ることを証明
ふん そう

しなければならない。

それから、これがもっとも悪いことであるが、国際紛争と見えることも、実は自国
ふん そう

が正しくて相手国が悪いのであるから、国際紛争ではないという考え方である。これ
ふん そう

は自国が正しいと自任し、他国を見下げる最大の罪に 陥 ったものである。米国もソ
じ にん おちい

連も自国を正しい国とし、その自国の正義を他国に押し付けようとして帝国主義の戦

争を行い、失敗しているのである。日本もこの失敗を再びくり返そうとしている。（以

下、欠行の可能性あり）
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「友和」第 322 号 1980 年 4 月

12-3 就任挨拶
あ い さ つ

その 器 ではありませんのに理事長に就任しなければならなくなりました。恐れお
うつわ

ののいて 職 責を 全 うしたいと思います。
しょくせき まっと

今は非常時であります。世界中の人が戦争しなければならないと考えております。

キリスト教国が先に立って戦争をしようとしていることは恐ろしいことであります。

戦争を止めさせることが出来ないキリスト教は本当のキリスト教ではないと私は常に
や

考えております。世界のクリスチャンに戦争を止めるよう呼びかけたいと思います。
や

戦争は勝っても国を亡ぼすものであります。信仰のない学者、政治家にも呼びかけ
ほろ

て戦争の可否を討論し、祖国を亡ぼし人類を亡ぼす戦争を止めさせたいと思います。
ほろ ほろ や

討論に乗ってさえくれれば我等は真理の上に立っておりますから軍備を止めさせるこ
われ ら や

とが出来ますが、政治家も学者も個人では相手にしてくれません、友和会という 公
ゆう わ かい おおやけ

の組織をもって呼びかけなければなりません。会員一同が祈り、力を合わせて平和の

ために非暴力をもって戦いましょう。今日の時点において友和会の存在の意義は大き
こん にち ゆう わ かい

いと思います。
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「友和」第 325 号 1980 年 7 月

12-4 非武装防衛論

非武装防衛は可能かと言うより、非武装でなければ防衛は不可能である。侵略国が

攻めてきたとする、軍備を持っていると所謂自衛のための戦争が始まる。いくら強力
せ いわゆる

な軍備を持っていても敵の弾丸や爆弾やミサイルが飛んでくる。戦争に勝っても沢山
たく さん

の命が奪われ、国土が荒らされる。ただ戦争に勝てば死ぬ人が少し少なく、国土の荒

らされかたが少ないというだけで、沢山の生命財産が失われることには変わりはない。
たく さん

それ故防衛は出来ないということになる。
ゆえ

非武装だと侵略者は侵 入 してくる。しかし人を殺すにも非常な力が要るから、無
しん にゅう い

抵抗なら殺しもしないし、国土も荒らしもしない。こういう時に人はよく平和か自由

かというが、そして侵略されれば物質的な自由は奪われるが、どんな侵略者でも精神

的自由を奪うことは出来ない。かつ他を侵略するような気が狂った
(10)

国家は早く倒

れるから心配はいらない。フィンランドは帝政ロシアの侵略を受け、亡国の悲運に逢っ
ぼう こく あ

たが、精神的独立は保った。1899 年シベリウス (11)がフィンランデアという交響詩を
たも

作曲したが愛国心を駆り立てるというので演奏禁止にされた。それから 18 年たった
か

1917 年に帝政ロシアは倒れ、フィンランドは独立した。また侵略国がより高い文化

の国を長く侵略する場合が 生 じても、侵略者の方が高い文化に同化され、結局負け
しょう ほう

てしまうというのが世界の歴史の示す事実である。正しい国になること、世界のため

になる国になることが国を守る一番よい途である。よい正しい国になれば決して国は
みち

つぶれない。

杜牧 (12)の作である阿房宮賦 (13)に「ああ六国 (14)を滅ぼす者は六国なり。秦にあらざ
と ぼく あ ぼ う き ゅ う ふ りっ こく りっ こく しん

るなり。秦を族する
(15)

者は秦なり、天下にあらざるなり。」とある。六国や秦が悪く
しん しん りっ こく しん

なったから滅びたといっている。実に卓見である。戦争を善とし経済成長を謳歌し、
たっ けん おう か

真理を曲げる今日の学者や政治家は顔 色 なし
(16)

である。経済成長は結局戦争に到ら
こん にち がん しょく いた

せ、国を滅ぼすものである。

軍備が国を滅ぼすのは軍備を持って力強くなると我が儘が利くので次第に悪くな
わ まま き し だい

り、遂には滅びるようになる。軍備を持たないと外交上不利であるという考えがある
つい

が、実はこれがそのまま軍備を持ってはならないことを教えているのである。軍備の

バックが主張しなければならない要求は悪い要求で通らない方がよいのである。アメ

リカのような信仰をもって立った国でも世界最強の軍備を持ったが故に悪くなって来
ゆえ

た。弱小国を援助すると言ってその国の悪い部分を援助して、弱小国に悪い政治を行

わせて世界に 禍 をまき散らしている。共産主義を武力で弾圧しようとして却って共
わざわい かえ

産主義を助長している。悪くなることは滅亡に通ずるものでアメリカのために憂慮に
めつ ぼう ゆう りょ
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たえない。共産主義をなくすには金持ちに都合のよい政治を止めて貧乏人をなくすよ
や

うにすることが必要である。経済成長をして金持ちが金を沢山儲けると儲けた金を金
たく さん もう もう かね

儲けに用いなければならないから、生産設備に投資し、生産が益々伸びて消費が追い
もう もち ます ます

つけないで戦争をしたがるのである。経済成長を続けたいために共産国の脅威を誇 張
きょうい こ ちょう

して、国民をだまして、国を守る気概を持たなければならないといって戦争に追いや
き がい

り、滅亡させるのである。軍備では国を守れない。騙されてはならない。
めつ ぼう だま
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「友和」第 328 号 1980 年

12-5 IFOR (17)へのメッセージ

最近の選挙の結果、日本の再軍備を強化しようと意図している与党自由民主党が圧
よ とう

倒的勝利をしめました。またアメリカ政府は日本の政府に対して再軍備（自衛力）の

強化を強く求めています。

このような日本の状況の中で、JFOR は約 400 名という小さなグループですが日本

再軍備に反対し、平和主義の日本国憲法、特に一切の軍備と戦争を放棄した第九条の
ほう き

実現の為に努力いたしますので、一層のご支援をお願いいたします。
いっ そう

最後に IFOR の活動が神に祝福され益々発展することを祈ります。
ます ます

1980 年 8 月 4 日 JFOR 理事長 鈴木弼美
すけ よし
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「友和」第 328 号 1980 年 10 月

12-6 開会礼拝（9月29日）

悪魔がはびこっておる。民主主義が広がり活動できないので、不正選挙をさせて民

主主義に暗幕をはってしまう。
あん まく

経済成長は戦争に到る道である。いくら浪費は美徳といっても限度があり、生産過
いた ろう ひ び とく か

剰 に 陥 り戦争の声が出る。今日の戦いの声は経済成長の故である。
じょう おちい こん にち ゆえ

しかし経済界の人が発言するとおかしいので政治家が代弁し、「国民が国を守らな

くては！」と叫ぶのである。ソニーの井深
(18)

と本田技研の本田
(19)

両社長は、はっき
い ぶか

りと、先頭に立って滔々と述べている。悪魔の 跳 梁 跋扈している時である。
とう とう ちょうりょうばっ こ

マルクス主義者は悪魔を認めず資本家と戦うというが、悪魔が背後に立って指図し

ていよう
(20)

。エペソ人への手紙 6 章 14 ～ 16 節「すなわち、立って真理の帯を腰に
びと おび

しめ、正義の胸当てを胸につけ…」には不正と戦う方法論を示している。信仰の楯を
むね あ たて

手にとり御霊の 剣 （神の言葉）をもって応えよ！である。
み たま つるぎ こた

戸締まりしない家はない。軍をもたない国はないなどと誤魔化して国民の気を引こ
と じ ご ま か

うとする。

今や学問までが誤魔化しである。私どもは真理を求めて話し合えば戦争の非なるこ
ご ま か ひ

とに気がつく。

真理を求めず戦争することが悪魔の誘惑である。真理にしたがえば力がある。

（佐藤康紀記）
さ とう やす のり

ⅩⅡ
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「友和」第 352 号 1982 年

12-7 軍備では国は護れない
ま も

－－憲法を護る裁判の報告－－
ま も

昔から多くの国家が戦争によって強大になり、じきに亡びている。アッシリアが亡
ほろ ほろ

び、バビロンが亡び、ペルシャが亡びた。
ほろ ほろ

近代になっては破壊的兵器が発達して、戦争に勝っても国土が荒らされ、国民の多

数が殺される。ただ、勝てば荒されかた、殺されかたが少しすくないというだけで、

国を護れないことには変わりない。
まも

それだのに今、我等の祖国は憲法を破って、自衛隊を増強して、亡びようとしてい
われ ら ほろ

る。恐ろしいことである。それ故、憲法を護る裁判を起こした。
ゆえ まも

法律家は皆、この裁判は負けるという。しかし、法律技術をもって戦えば負けるで

あろうが、真理をもって戦えば必ず勝つと、私は確信している。それで弁護士を頼ま

ないで一人で戦っている。

法律技術をもって戦わないので勝手が違い、政府は困っているようである。裁判官

を変えたり、合議制にしたり、裁判長を変えたりし、被告代理人に反論させないまま、
ごう ぎ せい ひ こく

弁論終結ということにした。

1980 年（昭和 55 年）8 月起訴、11 月第一回公判以来九回公判が開かれて、1982

年（昭和 57 年）6 月で弁論終結、10 月 29 日判決ということになった。

準備書面をもって口頭弁論に代えることになっているので、初めは戸惑ったが、準
こう とう べん ろん か と まど

備書面はよく考えて書くことが出来るので、真理をもって戦うのには都合がよい。か

つ、公判と公判の間でも、準備書面を取り交わして論争出来るようにしたので、裁判
まじ

が進 捗 した。
しんちょく

政府は憲法問題に触れないで解決しようとして、徴 税と支出は関連性がないと詭弁
ちょうぜい き べん

を弄したが、準備書面による論争で、詭弁でないことを論 証 し得ないで、第三回公
ろう き べん ろんしょう え

判を待たないで降参した。
こう さん

それでこの訴訟の核心である、自衛隊が憲法違反であるのかどうかという論争にか
そしょう

えらなければならないのに、違法でないと反論してこない。裁判官も反論させようと

しない。そして一年半たって、ごまかし得る見込みが立ったのか、10 月に判決とい

うことになった。

真理をもって戦うから、決してごまかされない。法律家はこうなるから負けるとい

ⅩⅡ
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うのであろうが、不正な裁判をしようとする方が負けたのである。被告の肩をもって
ひ こく

反論させない裁判官をまず忌避する。
き ひ

それが通らなければ、国会にある弾劾裁判 (21)に提訴する。それも通らなければ控訴
だん がい てい そ こう そ

する。こういう風になれば、上級裁判において戦い易くなる。
ふう やす

日本の裁判で、軍備では国が護れないと発言されたことは大きな事である。
まも

そして政府がこれに反論しないことは、国民を騙したことになる。国民は騙され、
だま だま

国を護るに役に立たない、国を亡ぼすもとになる軍備をしてしまった。よく考えて騙
まも ほろ だま

されないようにしなければならない。騙したのでなければ、軍備で国が護れると反論
だま まも

しなければならない。

真に国を憂い、軍備がなければ国は護れないと考えて居られるかたがあったら、政
うれ まも お

府に代わって反論して 戴 きたい。
いただ

反論する時は、相手の言うことの、どこがどう間違っているから、自分の主張が正

しいといわなければならない。

防衛問題も多く論ぜられたが、実りが少ないのは、お互いに自分勝手なことを言っ

ているからである。

この裁判の報告も、裁判官忌避の問題から述べることにする。
き ひ

裁判官忌避 申 立書（1982年（昭和57年）7月14日付）
き ひ もうしたて づけ

申 立の主旨
もうしたて

山形地方裁判所米沢支部昭和 55 年(1980 年 (22)）（ワ）第 87 号不当利得金返還請 求
よね ざわ ふ とう り とく きん へん かん せいきゅう

事件について、「裁判長、島敏男
(23)

に対する忌避は理由あるものと認める。」との決
しま とし お き ひ

定を求める。

申 立の理由
もうしたて

一、 申 立人を原告とし国を被告とする不当利得金返還請 求 事件は、山形地方裁判
もうしたて にん げん こく ひ こく ふ とう り とく きん へん かん せいきゅう

所米沢支部において、55 年(1980 年）（ワ）第 87 号事件として裁判長、島敏男の
よね ざわ しま とし お

担当として審理中である。
しん り

二、 ところで裁判長、島敏男は 1982 年（昭和 57 年）4 月 16 日の第八回公判にお
しま とし お

いて、民事訴訟にては被告が反論しなくてもよいということは、民事訴訟法第何条
そしょう ひ こく そしょう

にあるというのでなくて、民事訴訟法全体の調子がそうであると申された。それに
そしょう

対して原告は全体の調子は口頭弁論を重んじて居り、口頭弁論とは反論し合うこと
げん こく こう とう べん ろん お こう とう べん ろん

であるから、反論しなければならないと思うと申し上げたら、それは見解の相違で
けん かい そう い
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あると申された。見解の相違であると言って討論を打ち切り、強行裁決するのは国
けん かい そう い

政を誤る悪い政治家のすることで、真理を求める学者や裁判官はしてはならないこ

とである。

それで原告は 6 月 21 日付の準備書面（１）で、どうかそういう見解を持たれた
げん こく づけ けん かい

理由を 教 示下され、弁論を続け、原告を納得させるようお願いした。ところが裁
きょう じ げん こく

判長、島敏男は 6 月 25 日の公判において、原告の願いをただ聞き置くと 仰 った
しま とし お げん こく おっしゃ

だけで無視し、見解の相違ということを押し通して、被告に反論させないまま弁論
けん かい そう い ひ こく

の終結を宣言された。これでは公正な裁判は出来ません。

この裁判において政府は、 徴 税と歳 出 は関連性がないから、歳 出 に憲法違反
ちょう ぜい さい しゅつ さい しゅつ

があっても納税拒否は出来ないとして棄却させようとしたが（1981 年（昭和 56 年）1
ききゃく

月 31 日付被告準備書面）関連性がないというのが詭弁であると原告が論 証 して（2
づけ ひ こく き べん げん こく ろんしょう

月 10 日付原告準備書面）、これに反論できなくなり、弁論の終結を求めて来た。（3
づけ げん こく

月 5 日付被告準備書面）
づけ ひ こく

詭弁でないと反論しないで弁論の終結を求めることは、日本の裁判が詭弁によっ
き べん き べん

て行われることを求めることで、許すべからざることであると言われても（3 月 11

日付原告準備書面）反論できないで降参した。
づけ げん こく こう さん

それ故自衛隊が憲法違反であるという原告の主張を打ち破らなければ、この裁判
ゆえ げん こく

に負けるのに反論しない。

1980 年（昭和 55 年）1 月の名古屋裁判の判決文に、自衛隊は違憲ではないとい

う政府の主張があるので、原告はそれを反駁した（1981 年（昭和 56 年）6 月 18
げん こく はん ばく

日付（３）及び 8 月 1 日付原告準備書面（４））。そしてその中で軍備では、たと
づけ およ づけ げん こく

え自衛の戦争に勝っても、国を護ることは出来ないと明言してあるので、これを反
まも めい げん

論し得なければ、国民を騙したことになると言っても（10 月 31 日付原告準備書面
え だま づけ げん こく

（５））反論しない。

厳正に中立でなければならない裁判官が被告の肩をもち、反論しなくともよいと
げん せい ひ こく

言い、その法律的根拠を問われると民事訴訟法の全体の調子がそうだとか、見解の
こん きょ そしょう けん かい

相違だとか、裁判官として言ってはならない苦しい答弁をする。裁判官がこのよう
そう い とう べん

な態度に出るのは、 行 政部の圧力に屈して自衛隊は違憲だという判決を下さない
ぎょうせい

ことにしているからだと言わなければならない。

これは三権分立を破り、国家を危殆に 陥 れる売国奴的行為である。
さん けん ぶん りつ き たい おとしい ばい こく ど

三、そこで 申 立人は裁判長、島敏男に対し適否の 申 立をいたします。
もうしたて にん しま とし お てき ひ もうしたて



618

ⅩⅡ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（１）1982 年（昭和 57 年）6 月 21 日付原告準備書面
づけ げん こく

4 月 16 日の公判において、裁判長殿は被告が反論しなくてもよいというのは、民
ひ こく

事訴訟法の全体の調子がそうであるからであると申されました。それに対して原告は
そしょう げん こく

全体の調子は口頭弁論を重んじて居り、口頭弁論は反論し合うことであるから、反論
こう とう べん ろん お こう とう べん ろん

しなければならないと申し上げましたら、それは見解の相違であると 仰 いました。
けん かい そう い おっしゃ

見解の相違であるといって討論を打ち切り、強行採決をするのは自由民主党の国政
けん かい そう い

を誤る悪い政治家のすることで、真理を求める学者や、裁判官はしてはならないこと

であります。どうか、そういう見解を持たれた理由をご 教 示下され、討論を続けて、
けん かい きょう じ

原告を納得させて下さるようお願いいたします。
げん こく

なお、昨年 8 月 6 日付準備書面（２）でお 伺 いいたしたことも御返事くださるよ
づけ うかが お

うお願いいたします。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（２）1981 年（昭和 56 年）8 月 6 日付原告準備書面
づけ げん こく

裁判官殿に申し上げます。裁判官は負けるのを承知で反論しない被告指定代理人に、
ひ こく

反論を強制することは出来ないとおっしゃいますが、これは間違いであります。

被告指定代理人は被告「国」の代表奥野法務大臣 (24)より、この裁判に勝つように
ひ こく ひ こく おく の

代理人に指定されたのであって、勝つように全力を尽くすべきで、負けるのを承知で

反論しないというのは、職務怠慢も 甚 だしいことで許すべからざる事であります。
たい まん はなは

是非勝つよう最善の努力をするよう命じ下されたくお願いいたします。
ぜ ひ

また、これは裁判官殿を侮 辱 することになると思います。被告側が口頭弁論に負
ぶ じょく ひ こく こう とう べん ろん

けても裁判官は真実を曲げて政府が勝つ判決を下すに定まっていると安心しているか
くだ さだ

らであります。

これは裁判官殿に対する大なる侮 辱 であります。法律を曲げるのではない。すべ
ぶ じょく

て判例によるという日本の法律学の通説によるのであると言われるかも知れません
つう せつ

が、これは 誤 りであります。 誤 った判例に 従 ってはなりません。口頭弁論の結果
あやま あやま したが こう とう べん ろん

に従わなければなりません。すべて判例によるということになると、法律はあって無

きが如きものになります。法律に反する判例を作っておけば、法律は皆破られてしま
ごと みな

います。どうか裁判官殿はこれらのことをお考え下され、被告指定代理人に反論する
ひ こく

ように命じ下されたくお願いいたします。

この方が裁判官殿にとってよいのではないでしょうか。 行 政部の圧迫に屈して裁
ほう ぎょう せい
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判を曲げることは、良心的苦痛をなめなければなりませんし、良心に 従 って正しい
したが

判断をするには非常な勇気がいります。どちらにしても苦しまなければなりません。

被告側に命じて徹底的に反論させ、それで降参したならそれでも裁判を曲げろとはい
ひ こく こう さん

わないでしょう。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（３）1981 年（昭和 56 年）6 月 18 日付原告準備書面
づけ げん こく

（政府は憲法問題に触れないで門前払いを食わせようとしたが、それが出来なくなっ
もん ぜん ばら く

ても自衛隊が違憲でないと反論してこないので、一昨年 11 月の名古屋裁判の判決に

ある政府の主張を反駁するという初めの部分を略す）。
はん ばく

被告側があげている憲法違反でないという論拠が大きく分けて二つある。一度に討
ひ こく

論しないで一つ一つ解決していきたい。

まず第一に論じなければならないことは、軍備等は統治行為であり、高度の政治的
とう ち こう い

判断を要するものであるから、裁判所の審査の対象にならないという所論である。高
しょ ろん

度の政治的判断を要するものなら、一層裁判所審査に依る協力を要請すべきである。
いっ そう よ よう せい

自分だけが高度の政治的判断が出来ると自惚れている者には何も出来ない。
うぬ ぼ

学問というものは 己 の愚かさを悟らなければ出来ないものだということを、ソク
おのれ

ラテスが教えて初めて学問の基礎が出来て、今日、月にも行って帰ってくるような学
こん にち

問が出来たのである。高度の政治的判断が出来ると自惚れているので、知的障害児に
うぬ ぼ

も劣る判断しか出来ないで、国を守るに役に立たない軍備を憲法に違反してまで、夢
おと

中になってしている。

今日軍備をして米国と同盟することは、国を滅亡に追いやることではないか。米ソ
こん にち めつ ぼう

戦争が始まれば、いくら米国が守ってくれても、米国と日本が勝っても、ソ連のミサ

イルはどんどん日本の国土に落ちてくる。国土は荒らされ、国民の多数は殺されるこ

とは明らかではないか。これでも国が守れるというのか。米国の核の傘
(25)

がミサイ
かさ

ルを防ぎ得ると考えているのか。核の傘
(26)

は原子雲で水滴の集まりであるから、ミ
かさ げん し ぐも すい てき

サイルをどんどん通す、決して守ってはくれない。愚かにも程がある。

軍備がないとソ連に侵略されるというのか。米国と勝つか負けるかという五分五分

の戦争をしようとしているソ連が、他国を侵略して自分の国力も無駄に 消 耗する愚
む だ しょう もう

かなことはしない。無血侵略でも日本の工業力を戦力に使えるようにするのには、大

変な国力の 消 耗を要する。
しょうもう

統治行為とか高度の政治的判断とかはだれが言い出したのか。その人に憲法以上の
とう ち こう い

権威を与えてよいのかよく考えなければならない。このようなことは 曲 学阿世の売
けん い きょくがく あ せい ばい

国奴的学者が言い出したに違いない。こんなごまかしの学説に騙されて国が滅亡した
こく ど だま めつ ぼう
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ら国民はたまったものではない。米国の核の傘に守られているから安心だという、児
かさ じ

戯に類する考えで高度の政治的判断を要する問題を判断されては国家は滅亡するに決
ぎ めつ ぼう

まっているではないか。よく考えて、これから世界中が真似するようになるであろう、
ま ね

素晴らしい日本国憲法を護るように努力しなければならない。憲法を破れば日本の国
まも

は滅亡する。戦争する国は皆滅亡する。
めつ ぼう めつ ぼう

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（４）1981 年（昭和 56 年）8 月 1 日付原告準備書面
づけ げん こく

6 月 18 日付準備書面に対する反論は一ヶ月以上たっても未だ頂けないが近く頂け
づけ

るものとして、自衛隊が憲法違反でないという政府の所論に対する反論を進める。
しょ ろん

一見極めて明白に違憲の場合には司法の審査を受けなければならないことは認めて

いるが、自分だけが高度の政治的判断が出来るのだと自惚れているので、正常の思考
うぬ ぼ

力を失っていて、一見極めて明白に自衛のための軍備を持ってはいけないことをう

たっている憲法九条二項の意味を理解することが出来ないでいる。侵略のための軍備

は持ってはいけないが、自衛のための軍備は禁止していないという。軍備に侵略のた

めの軍備、自衛のための軍備の区別はない。同じ軍備が自衛にも侵略にも使われる。

どんな侵略国でもその軍備を自衛のためといっている。このように区別のつかないも

のであるから、一切軍備は持つことを禁止しているのである。正常な思考力のない人

が勝手なことを言わないように、二項の終わりに国の交戦権は認めないといって、明

らかに自衛のための戦争もいけないといっているのである。憲法をよく読まなければ

いけない。

一見明白な真理を明白でないように見せようとして、学説が二つありどちらをとっ

てよいか分からないと言っている。しかし真理は一つである。二つあるというのは学

問が未熟で真理に到達していないからである。真剣に討論し真理に到達しなければな

らない。自衛隊が違憲であるということは、既に学問的に真理であるとされている。
すで

ただ売国奴的 曲 学阿世の学者が金儲けをしようと学問を曲げて勝手なことを言って、
ばい こく ど きょくがく あ せい かね もう

こういう学説があると思わせているに過ぎない。

その学説と称するものを要約すれば、「国際情勢が緊迫している。侵略される危険

にさらされる。元来国家はすべて自衛権を持っているものだからその際の自衛行動を
がん らい

憲法が否定するはずがない。」というのである。

こういう学者は憲法をろくに読まないで空虚な議論をしているのである。憲法は九
くう きょ

条一項において正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国際紛争解決のた
ふん そう

めには戦争しないと断言している。これは武力による自衛行動を明らかに否定してい

ることではないか。そしてどんな悪い国でもこういう態度に出れば侵略の悪を悟り、
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他国を侵略することは自国の滅亡を招くものでもあることを知り、国際平和を破るよ
めつ ぼう

うな愚かなことはしなくなる。万が一、侵略する国があっても心配は要らない。そう
い

いう気が狂った (27)国は案外早く滅びるから、少しの間我慢していればいいのである。
あん がい

軍備を持っていて自衛のための戦争をすれば、勝っても国土が荒らされ、国民が殺さ

れる。 従 って国が守れない。自衛が出来ない。だから国家は軍備のない方が安全で
したが

ある。

杜牧の作である阿房宮賦に、「ああ六国を滅ぼす者は六国なり、秦にあらざるなり。
と ぼく あ ぼ う き ゅ う ふ りっ こく りっ こく しん

秦を族する者は秦なり、天下にあらざるなり。」とある。六国や秦が悪くなったから
しん しん りっ こく しん

滅びたと言っている。実に卓見である。戦争を善とし真理を曲げる今日の学者、政治
たっ けん こん にち

家は顔 色 なしである。よい正しい国になれば決して国はつぶれない。国を守るに一
がん しょく

番よいことは世界のためになる正しい国になることである。

これらの偉大なる真理を悟って戦争放棄を極めて明白に宣言している日本国憲法は
さと ほう き

すばらしいものである。政府は自衛隊が一見極めて明白に違憲であるかどうかという

裁判所の審査を受けなければならない。

註

杜牧：唐代詩人。
と ぼく とう だい

阿房宮：秦の始皇帝が建てた宮殿。
しん し こう てい

六国：七国のうち、秦以外の６国のこと
りっ こく しん

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（５）1981 年（昭和 56 年）10 月 31 日付原告準備書面
づけ げん こく

政府はソ連の脅威を説いて国民に不安の念を抱かせ、軍備を増強してきた。原告が 6
きょうい と いだ げん こく

月 18 日付準備書面をもって軍備では国が守れないことを論 証 したので、政府は必ず
づけ ろんしょう

反論して軍備で国が護れることを実証して、国民を安心させなければならない。それ
まも

をしなければ国民を騙したことになる。
だま

原告の所論が反論するに値しない愚論であるとしても、日本の裁判所で 公 に言わ
げん こく しょ ろん ぐ ろん おおやけ

れたことであるから反論して、軍備で国が護れることを証明しなければならない。原
まも げん

告は 50 年来、軍備では国が護れないことを確信し、主張してきた。歴史の示す事実
こく まも

によって、この確信が一層強められてきた。近頃になってアメリカやヨーロッパでも
いっ そう

人々が軍備で国は護れないということに気付いてきて、不安にかられている。ヨーロッ
まも

パでは核武装強化拒否の運動が起こっている。日本にも軍備で国が護れないと不安に
まも

思っている人が増えてきている。政府は責任を持って軍備で国が護れることを証明し、
まも

国民を安心させなければならない。これが出来ない政府は国民に委託された政府でな
い たく
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く、国民の敵である。是非反論しなければならない。
ぜ ひ

原告に少しく反論されて降参するような代理人でなく、もっと責任の持てる代理人
げん こく こう さん

にして頂きたい。代理人でなく、偉い方に直接反論していただきたい。 幸 いに準備
さいわ

書面で口頭弁論の代用をすることになっているから、偉い方に米沢まで来ていただか
こう とう べん ろん だい よう よね ざわ

なくとも済むから是非お願いする。軍備で国が護れるという反論だけでなく、他の反
ぜ ひ まも

論もして頂きたい。自衛隊が憲法違反だということになると、すべての軍備を廃止し

なければならないから、真剣に反論して頂きたい。
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「友和」第 356 号 1983 年

12-8 憲法を護る裁判の報告（二）
ま も

忌避 申 立以後の報告をする。9 月 20 日付で（裁判官忌避 申 立ては） 却 下された
き ひ もうしたて づけ き ひ もうし た きゃっ か

が、その理由は（一及び三は略す）、
およ

二、ところで裁判官忌避の事由である「裁判ノ公正ヲ 妨 クヘキ事情」とは、当該事
き ひ じ ゆう さまた ぐ べ とう がい

件の手 続 外の要因により、当該裁判官によってはその事件について公平で客観性の
て つづき がい とう がい

ある裁判を期待することができない事情をいうものであって、その手 続 内における
て つづきない

審理の方法、態度などは、それがもっぱら訴訟手 続 外の要因に左右されて行われた
しん り そしょう て つづきがい

ものと認めるべき特段の事由が存する場合でない限り忌避の原因とはなしえないもの
とく だん じ ゆう そん き ひ

というべきところ、これを本件についてみるに、 申 立人主張の忌避原因は、仮にそ
もうしたて にん き ひ

のようなことがあったとしても、訴訟手 続 内における裁判官の審理の方法、態度に
そしょう て つづき ない しん り

対する不服を主張するものにほかならないから、それ自体で直ちに忌避原因となり得
ただ き ひ え

ないばかりか、その審理方法、態度がもっぱら訴訟手 続 外の要因に左右されて行わ
しん り そしょう て つづき がい

れたものと解すべき特段の事情も認められない。
かい とく だん

（なお、 申 立人は同裁判官が 申 立人主張のような答弁をしたり、弁論を終結する
もうしたて にん もうしたて にん とう べん

に至ったのは、 行 政部の圧力に屈して自衛隊は違憲であるとの判決を下さないよう
いた ぎょうせい

にしているためであると主張するが、本件記録を精査するも同裁判官に右のような事
せい さ

情があるとは到底認め難い）。
がた

その他、同裁判官に裁判の公正を 妨 げる事情を認めることができない。
さまた

この理由が理由になっていないので、仙台高裁へ 9 月 28 日に即時抗告した。
こう こく

抗告の理由
こう こく

忌避 申 立は 却 下されたが、その理由は手 続 内の要因であるからというのである
き ひ もうし たて きゃっ か て つづき ない

が、手 続 内であろうと手 続 外であろうと裁判の公正を 妨 ぐべき事情は忌避の理由
て つづき ない て つづき がい さまた き ひ

にならなければならない。しかし、それはともかくとして 申 立人の主張する忌避原
もうし たて にん き ひ

因は手 続 外の要因によるものである。裁判官が 行 政部の圧力に屈して自衛隊は違憲
て つづきがい ぎょうせい

であるとの判決を下さないようにしているということは、記録を精査するも到底認め
せい さ

難いといっているが、果たして精査したのか。1981 年（昭和 56 年）8 月 6 日付原告
がた せい さ づけ

の準備書面を読んだのか。行 政部の圧力なしに、見解の相違だといって討論を避け、
ぎょうせい けん かい そう い さ

被告に反論させないままに弁論終結にするような破廉恥な行為がどうして出来るの
ひ こく は れん ち

か。その行為そのものが圧力が加えられた確かな証拠である。
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今日、政府が自衛隊違憲の判決を出さないように圧力を加えていることは周知の事
こん にち

実である。長沼裁判 (28)の福島裁判官も、砂川事件 (29)の伊達裁判官も左遷されている。
なが ぬま すな がわ だ て さ せん

自衛隊違憲の裁判が、如何に多く不正の裁判によって骨抜きにされているかは国民は
い か

いやというほど知らされている。島裁判官の政府に反論させないで弁論終結にしたこ

とは、 行 政部の圧力に屈して裁判を曲げ、三権分立を破り、国家を危殆に 陥 れる
ぎょう せい さん けん ぶん りつ き たい おとしい

売国奴的行為である。
ばい こく ど

以上の如く忌避 申 立 却 下の理由は、理由になっていないので抗告の趣旨の如き決
ごと き ひ もうしたてきゃっ か こう こく しゅ し ごと

定を求める。

（この抗告は次のような理由により棄却された）
こう こく ききゃく

抗告棄却の理由（一及び二は略す）
こう こく ききゃく およ

三、右不当利得金返還請 求 訴訟事件において、その審理を担当した裁判長裁判官島
ふ とう り とく きん へん かん せい きゅう そしょう しん り しま

敏男が抗告人主張のような発言をし、原告（抗告人）の主張に対する被告の反論を求
とし お こう こく にん げん こく こう こく にん ひ こく

めないまま同事件の弁論を終結したとしても、これは同裁判長の訴訟指揮権に基づく
そしょう し き もと

正当な処置であることが同事件の審理経過に照らして明らかであって、同裁判官の右
しん り て

処置によっては、抗告人主張のような裁判の公正を 妨 げるべき事情があるとするこ
こう こく さまた

とはできないし、他にもその事情を認める資料はない。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

どうして裁判官は正常な思考力を失った決定をするのか。決定には理由を附するこ
ふ

とになっているのに理由を付けない。理由らしいものがついているが、これは決定を

別の言葉で言ったにすぎない。そういう決定をした理由がない。よって最高裁への特

別抗告状の如くに抗告せざるを得ない。
こう こく ごと こう こく え

特別抗告の理由
こう こく

山形地方裁判所米沢支部（モ）第 87 号において、忌避 申 立は 却 下されたが、そ
よね ざわ き ひ もうしたて きゃっ か

の理由が理由になっていないので抗告したのである。その 却 下の理由というのは、
こう こく きゃっ か

裁判所が 行 政部の圧力に屈して、自衛隊は違憲であるとの判決を下さないことにし
ぎょう せい

ているということは、記録を精査するも到底認め難いというのであるが、精査したと
せい さ がた せい さ

いう証拠を挙げていない。ただ精査したと言っているだけで精査の結果があらわれて
あ せい さ せい さ

いない。それ故 1981 年（昭和 56 年）8 月 6 日付原告の準備書面を読んだのかと叱責
ゆえ づけ げん こく しっ せき

される始末である。その準備書面には「この方が（反論させる方が）裁判官殿にとっ
ほう

てもよいのではないでしょうか。 行 政部の圧力に屈して裁判を曲げることは良心的
ぎょうせい
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苦痛をなめなければなりませんし、良心に 従 って正しい裁判をするには、非常に大
したが

なる勇気が要ります。どちらにしても苦しまなければなりません。被告指定代理人に
い ひ こく

命じて徹底的に反論させ、それで降参したなら、それでも裁判を曲げろとはいわない
こう さん

でしょうとあります。それにも拘わらず反論させません。これは明らかに反論させて
かか

口頭弁論で負けるようなことがないようにという圧迫があったことを示します。この
こう とう べん ろん

度の抗告棄却の理由にこのことに言及しないのは、抗告人の主張を認めたことになる
たび こう こく ききゃく こう こく にん

ではありませんか。認めたのでなければこれを反論しなければなりません。

この抗告棄却には（モ）第 87 号とは別の理由があげられているが、そしてその理
こう こく ききゃく

由は

「これは同裁判長の訴訟指揮権にもとずく正当な処置であることが審理経過に照らし
そしょう し き しん り て

て明らかである」とあって（モ）第 87 号の棄却の理由と同じく理由になっていない。照
ききゃく て

らして見て、こういう事が明らかになったから正当な処置であると言わなければ理由

にならない。ただ明らかになったというだけでは憲法に違反しても他の法令規則に違

反しても構わない、勝手に指揮権を発動してもよいということになるではないか。ほ
し き

んとに審理経過をよく調べたなら、その調べた結果を述べるべきである。今からでも
しん り

述べていただきたい。これでは高等裁判所裁判官も抗告人に叱責されなければならな
こう こく にん しっ せき

い。

裁判長裁判官島敏男の被告に反論させないことは、何と詭弁を弄しても憲法第 82
しま とし お ひ こく き べん ろう

条第 1 項に違反し、三権分立を破り、国家を危殆に 陥 れる売国奴的行為である。ど
さん けん ぶん りつ き たい おとしい ばい こく ど

うか反論させるように命じ下されたく御願い致します。原告被告が互いに反論し合い、
お いた げん こく ひ こく

公正な裁判が行われるようになれば忌避 申 立を取り下げます。
き ひ もうしたて
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「友和」第 356 号 1983 年

12-9 公開状

総理大臣中曽根康弘 (30)閣下
なか そ ね やす ひろ かっ か

1983 年 2 月 15 日

鈴木弼美
すけ よし

閣下が 曲 学阿世の売国奴的学者の学説に惑わされず、自衛隊が憲法違反であると
かっ か きょく がく あ せい ばい こく ど まど

確信しておられることを喜ばしく存じます。
ぞん

しかし閣下は日本国の公務員の総理として憲法を護る義務があります。自衛隊が違
かっ か まも

憲であるならば廃止しなければなりません。まもなく憲法を改正するからというのは

自衛隊を存続させる口実にはなりません。憲法を改正するまでは現在の憲法に従わな
こう じつ

ければなりません。廃止する振りをして、ぐずぐずしているうちに憲法を改正させる
ふ

からという不誠実なことも許されません。

自衛隊を廃止するのは大変なことですが、しなければなりません。いわば前任者の

失政の後始末をする破目に立たされた訳で、お気の毒ですがやらなければなりません。
しっ せい あと し まつ は め

これが出来なければ総理を辞して、憲法を護る義務を免ぜられて、改憲運動をなさら
じ まも

なければなりません。誠実な政治家として閣下の進みうる途は、総理を辞するか、自
かっ か みち じ

衛隊を廃止するかの二つより他にありません。

今更、売国奴的学者の学説に逆戻りして自衛隊を合憲とすることはできませんで
いま さら ばい こく ど

しょう。風見鶏 (31)のように勝手に都合のよい方に向きを変えることになります。総
かざ み どり ほう

理大臣が売国奴になったら国は滅亡致します。
ばい こく ど めつ ぼう いた

アメリカとの関係上、自衛隊を廃止することは出来ないと言われるかもしれません。

そして勿論国際条約は守らなければなりません。しかし軍備は日本を亡ぼすものでも
もち ろん ほろ

ありますから、アメリカとの真の友好を望むなら、軍備を廃止するよう勧告しなけれ
かん こく

ばなりません。今アメリカは軍備を拡 張 しすぎて非常に困っております。滅亡寸前
かく ちょう めつ ぼう

であるといっていいでしょう。

閣下は軍備必要論者でありましょうから、軍備は国を亡ぼすという私の主張を反駁
かっ か ほろ はん ばく

して下さい。

敬白
けい はく
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「友和」第 362 号 1983 年

12-10 公開状（二）

総理大臣中曽根康弘閣下
なか そ ね やす ひろ かっ か

1983 年 8 月 1 日

鈴木弼美
すけ よし

2 月に差し上げました公開状の御返事が頂けませんで残念であります。私どもは小
お

さな存在であり、公開いたしました雑誌「友和」も千部くらいしか出ない無力なもの

であります。しかし昔から小さな無力のものの声を聞くのが政治の要諦
(32)

であると
よう てい

言われて居ります。どうか小さなものの声をお聞き下さるよう御願い致します。
お お いた

閣下が総裁であられる自民党内において自主憲法制定運動が行われています。この
かっ か そう さい

改憲運動ほど国民を愚弄するものはありません。憲法を改正して、日本をしてアメリ
ぐ ろう

カの対ソ連軍備の一翼を担わせようというのがニクソン氏が副大統領の時日本に来て
たい いち よく にな

公言して以来アメリカの強い要望であることは周知の事実であります。閣下も先日ア
かっ か

メリカへ参られて、そのことを強く感じられたことと拝察いたします。その押しつけ
はい さつ

られた憲法改正を自主憲法制定運動と呼ぶのは 全 く国民を愚弄するものであります。
まった ぐ ろう

改憲運動をなさるのは勿論自由でありますが虚偽の上に立って運動してはいけませ
もち ろん きょ ぎ

ん。アメリカから押し付けられた改憲運動であることを明らかにして運動をしていた

だきたく存じます。
ぞん

平和憲法の発案者が日本であるかアメリカであるかは知りませんが、私ども日本国

民は敗戦で絶望のどん底にあったのが平和憲法を与えられて、これで復活することが

出来る。これで先進国をリードすることが出来る。戦勝国に打ち勝つことが出来ると、

新たな希望を持って喜んで受けたのでありまして、今日の改憲運動の如く押し付けら
こん にち ごと

れたのではありません。それ故占領憲法だから改憲するというのもいけません。
ゆえ

どうか国民を愚弄する運動は総裁の責任をもって止めさせて 戴 きたくあります。
ぐ ろう そう さい や いただ

敬具
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「友和」第 362 号 1983 年

12-11 憲法を護る裁判の報告（三）
ま も

日本の裁判はこれで良いか

前の報告の如く米沢地裁では忌避 申 立の理由を反駁して 却 下したが、仙台高裁で
ごと よね ざわ き ひ もうしたて はん ばく きゃっ か

は抗告状の理由を無視して勝手な理由にならない理由をつけて棄却した。最高裁の裁
こう こく ききゃく

判官は一層悪く、次のような理由をつけて 1 月 20 日に 却 下した。
いっ そう きゃっ か

「民事事件については最高裁判所に特に抗告することが許されるのは、民訴法 419
こう こく みん そ ほう

ノ 2 所定の場合（憲法違背の場合）に限られるところ、本件抗告理由は違憲をいうが、
い はい こう こく

その実質は原決定の単なる法令違背を主張するものにすぎず、同条所定の場合にあた
げん い はい

らないと認められるから、本件抗告を不適法として 却 下し、…」
こう こく きゃっ か

これは理由ではない。 却 下するということを長たらしく言ったにすぎない。単な
きゃっ か

る違背にすぎないと判断したその理由を述べなければ理由とは言えない。 従 ってこ
い はい したが

れは理由の欠けている無効決定書であるから、理由をつけて有効な決定書に改訂して
か

くださいと 1 月 25 日に決定書改訂願いを提出した。判断した時の理由を書き足せば

よいから直ちに理由をつけてくれるかと思ったが、二ヶ月たっても何とも言って来な
ただ

いので 3 月 28 日に次のごとく再び理由をつけるよう願った。

「1983 年（昭和 58 年）1 月 20 日付決定書に理由がついていなくて無効であるか
づけ

ら理由をつけて下さるよう御願い致しましたが二ヶ月過ぎても有効な決定書を出して
お いた

頂けません。抗告状に「被告に反論させないことは何と詭弁を弄しても憲法 82 条に
こう こく ひ こく き べん ろう

違反している」と書いてあるのですから、82 条の意味はこれこれであるから反論さ

せなくとも違憲ではないと言って下さらなければ理由になりません。なお単なる法令

違背にすぎないといって 却 下なさるのはどういう意味でしょうか。まさか単なる法
い はい きゃっ か

令違背はいくらしても宣しいという意味ではないでしょう。それなら下級裁判所でや
い はい よろ

り直せということでしょうか。とにかく理由がついていないからわからないのです。

どうか理由をつけて下さるよう御願い致します。」
お いた

これと行き違いに無効決定書のまま裁判官忌避 申 立は 却 下を強行されて 4 月 22
き ひ もうしたて きゃっ か

日の不正判決となった。最高裁の裁判官は二ヶ月考えて内容はなっていなくとも形式

的には「理由」と標題をつけてあるから適法だと解釈したのであろうが、こういう考

えでは正しい裁判は出来ない。

4 月 22 日の判決主文は（三は略す）

一、原告の第一次的請求を棄却する。
げん こく ききゃく

二、原告の第二次的請求を却下する。
げん こく

である。第一次的請求とは「被告は原告に対し、金 1 万 2,970 円（所得税の内軍事費相当
ひ こく げん こく きん うち そう とう
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分）を支払え。」で、第二次的請求とは「支払わない場合は原告が納得するよう軍備
げん こく

が憲法違反でないことを証明しなければならない。」というのである。

口頭弁論で負けて降参した主張を正しいとした判決である。 行 政部の圧迫に屈し
こう とう べん ろん こう さん ぎょうせい

裁判を曲げたのであり、三権分立を破り国家を危殆に 陥 れる売国奴的行為である。
さん けん ぶん りつ き たい おとしい ばい こく ど

即日控訴し、第一回公判が 7 月 26 日となったので 7 月 21 日付準備書面をもって控
そく じつ こう そ づけ こう

訴の理由を述べて 4 月 22 日の判決が如何に不正であるかを明らかにした。
そ い か

7 月 21 日付控訴人準備書面
づけ こう そ にん

原判決の第一次的請求棄却の判決には事実誤認の違法がある。「租税の 徴 収 と国
げん ききゃく そ ぜい ちょうしゅう

費の支出との関係に就いては前掲事実中、二３（二）
(33)

に被告が主張するとおりで
つ ひ こく

ある」というが、被告のこれらの主張は原告が 1981 年（昭和 56 年）2 月 10 日付及
ひ こく げん こく づけ およ

び 3 月 11 日付準備書面で詭弁であることを指摘し、被告は反論できないで降参した
づけ き べん ひ こく こう さん

ものである。これを正しいとするのは大いなる事実誤認である。降参したのでないな
こう さん

ら反論しなければならない。反論もしないし降参もしないというのはもっとも悪いこ
こう さん

とで許すべからざることである。自分の考えを絶対視する誇大妄想 狂 者のすること
こ だい もう そうきょうしゃ

である。またこれを正しいとする裁判官も誇大妄想 狂 であると言わなければならな
こ だい もう そう きょう

い。

なお「原告の主張は独自の見解だから失当 (34)というべきである」と言っているが
げん こく けん かい しっ とう

これも誤 謬 である。一人の主張であっても正しいものは正しいとしなければならな
ご びゅう

い。しかも軍事費分 徴 税が憲法 98 条により無効であると考えている国民は 徴 税と
ちょうぜい ちょうぜい

歳 出 とは実質的、具体的関連性がないから支出が憲法違反でも 徴 税拒否は出来ない
さいしゅつ ちょうぜい

と詭弁を弄する少数の誇大妄想 狂 者より遥かに多い。誇大妄想 狂 でないことを欲す
き べん ろう こ だい もう そうきょうしゃ はる こ だい もう そうきょう

るなら詭弁でないと反論しなければならない。
き べん

裁判官がこのような事実誤認をするというのも被告に反論させないからである。原
ひ こく げん

告被告が互いに反論し合うと真理に到達し得るのである。これが学問の世界で重んぜ
こく ひ こく

られている弁 証 法である。弁 証 法の原語は英語式に発音すればダイアレクティクス
べんしょうほう べんしょうほう

(35)
で互いに反対意見を聞くという意味である。裁判で口頭弁論を重んずるのもこの

こう とう べん ろん

為である。それであるのに口頭弁論を無視し反論させない。日本の裁判において軍備
こう とう べん ろん

では国を護れないと公言されたのに反論しない。ソ連の脅威を説いて、国を護るに軍
まも きょうい と まも

備が必要だと国民に訴えておって、その軍備が国を護れないと裁判において公言せら
まも

れたから、国を護れると反論しなければ国を 欺 くことになると追求しても反論しな
まも あざむ

い。裁判官も反論せよと命じない。これは明らかに反論しあって政府が負けることが

ないようにと、政府が司法部に圧力をかけた結果である。これは三権分立を破り国家
さん けん ぶん りつ

を危殆に 陥 れる事である。
き たい おとしい

裁判官に反論しなくともよい法的根拠を問うたら、民事訴訟法全体の調子がそうだ
こん きょ そしょう
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からと答えた。全体の調子なら口頭弁論を重んじているから反論しなければならない
こう とう べん ろん

と思うと申したら、それは見解の相違だと言った。見解の相違といって討論を打ち切
けん かい そう い けん かい そう い

り強行採決するのは国政を誤る悪い政治家のする事で、真理を求める学者や裁判官は

してはならないことである。

それで裁判官忌避を申し立てたがその裁判がいい加減のもので、地裁における 申
き ひ もうし

立 却 下の理由が理由になっていないので抗告したが高裁の抗告 却 下の理由は地裁よ
たてきゃっ か こう こく こう こくきゃっ か

りも悪く抗告状の抗告の理由を反論しないで勝手な理由をつけているので最高裁へ特
こう こく こう こく

別抗告をした。
こう こく

最高裁の裁判は初めに書いたので略す。

第二次的請求 却 下の判決にも事実誤認の違法がある。この請求が不適法であると
きゃっ か

いう被告の主張を原告は 1981 年（昭和 56 年）1 月 5 日付及び 1982 年（昭和 57 年）1
ひ こく げん こく づけ およ

月 28 日付の準備書面で反駁し、被告は降参したが、裁判官は困って削除せよと再三
づけ はん ばく ひ こく こう さん

要求した。政府が困るのは当然であるが裁判官が困るのはおかしい。裁判官は事実を

正しく知って真理にしたがって判決を下せばよいから困る筈がない。これは政府が圧
はず

迫して、政府に不利な判決を下させないようにしている確かな証拠である。原告が二
げん こく

次的請求を加えたのはこのような不正な判決をさせない為である。

支払わない場合とは原告が負けた時で、それは原告が軍備は憲法違反だと反論でき
げん こく げん こく

なくなった時で、納得するとは反論できなくなることである。それを「証明しなけれ

ばならない」と言っているから義務の問題でこの義務を負うべき法的根拠がないから
こん きょ

この請求は不適法だと主張したので、この義務とは金銭を払うとかいう義務でなくて、

正しい裁判をしなければならないという義務を言うので不適法ではないと反論して

やった。これを反論し得ないまま不正に 却 下して憲法問題に触れないで判決が出せ
え きゃっ か

ると考えて一次的請求を 却 下したが、これも二次的請求のあるなしに拘わらず口頭
きゃっ か かか こう とう

弁論に 従 って正しい裁判をしなければならないのに二次的請求を 却 下したからと安
べん ろん したが きゃっ か

心して事実誤認のまま不正の判決を下した。
くだ

裁判官がこのような 誤 りを犯すのは先に述べた如く口頭弁論を重んじないからで
あやま おか ごと こう とう べん ろん

ある。準備書面をもって口頭弁論に代えることになっていて、それはそれでよいこと
こう とう べん ろん か

であるが、公判の時に朗読もせず、ただ各々自分の主張と認めるかと念を押すだけで
おの おの

公判は 5 分か 10 分ですんでしまい、準備書面の内容は当事者以外に知られないで、

最後に裁判官が準備書面と証拠書類をよく検討して判決を下すということになってい
くだ

る。これは大変な仕事でいくら裁判官が有能でも 誤 りが入りやすい。それで裁判官
あやま

に頼れないというのが国民の常識になっている。ましてこの裁判のように故意に不正

な裁判を行おうという時は口頭弁論を重んじなければ防ぎようがない。そして公判の
こう とう べん ろん

度毎に問題を片付けていくというようにしなければ日本の裁判は崩壊してしまうであ
たび ごと ほう かい

ろう。
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7 月 26 日公判においても準備書面を朗読することを申し出たが、よく読んだから

その必要がないといわれ、この控訴審においては必ず被告に反論させることを約束し
こう そ しん ひ こく

てくださいといっても約束しない。その上弁論をつくしたから弁論終結とし 9 月 30
うえ

日判決すると宣告した。

「鈴木弼美・不当利得金返還請 求 訴訟―防衛費は違憲…」裁判の傍 聴 を！
すけ よし ふ とう り とく きん へん かん せいきゅうそしょう ぼうちょう

嘉藤 吉郎
か とう きち ろう

9 月 30 日（金）午後 1 時、仙台高裁 401 号室（仙台駅から徒歩約 13 分）で判決の

予定です。山形地裁米沢支部では形式ばかりの審理で 4 月 22 日、「憲法に違反する
よね ざわ しん り

かどうか論ずるにあたらない」と判決しました。

鈴木氏はこれを不服として、仙台高裁に控訴の手続きをとり、7 月 26 日第一回公
こう そ

判が開かれました。ところがただ一回の公判だけで、国側が意見を述べるものがない

とのことで、わずか 12・13 分間の公判で結審をして、9 月 30 日（金）に判決すると
けっ しん

決めました。傍 聴 は私一人でした。今まで鈴木裁判を支援する会組織はありません。
ぼうちょう

そこで友和会の一会員として、9 月 30 日の判決への傍 聴 を訴えます。
ゆう わ かい ぼうちょう
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「友和」第 367 号 1984 年

12-12 憲法を護る裁判の報告（四）
ま も

9 月 30 日の仙台高裁も予期したとおり不正な判決であった。控訴理由に山形地裁
こう そ

の判決の事実誤認の点を並べて書いたのに、それには触れないで 2 年 7 ヶ月前に口頭
こう とう

弁論で負けた主張を判決の理由としている。
べん ろん

それで即上告した。上告理由を 50 日以内に出せとのことで、次のごとく 11 月 22
そく

日に提出した。控訴審の判決文は上告理由書に必要に応じて引用しているから略して、
こう そ しん

上告の理由書だけをもって報告とする。

＜上告の理由＞

一、原判決は憲法違反の不法である。
げん

国民は裁判所の裁判を受ける権利がある。（憲法 32 条）然るに、仙台高裁におけ
しか

るこの度の裁判は公判が 7 月 26 日に一回、10 分くらい開かれただけで少しも審議が
たび

行われなかった。添付の第一回口頭弁論調書の示す如く、控訴人控訴陳 述 とあるが、
てん ぷ こう とう べん ろん ごと こう そ にん こう そ ちんじゅつ

これには控訴の理由を述べた 7 月 21 日付控訴人準備書面を加えなければ控訴状の陳
こう そ づけ こう そ にん こう そ ちん

述 にはならない。かつ 7 月 26 日付被控訴人の答弁書はこれに対する答弁書でなけれ
じゅつ づけ ひ こう そ にん とう べん とう べん

ばならないのに控訴人の出した控訴の理由に触れないで、2 年 7 ヶ月前に出した準備
こう そ にん こう そ

書面のとおり主張すると言っている。

次の当事者双方の陳 述 というのは実際なかったことである。控訴状のどの部分を
ちん じゅつ こう そ

引用して原審口頭弁論の結果陳 述 としたのか。また、被控訴人の陳 述 は答弁書に被
げん しん こう とう べん ろん ちんじゅつ ひ こう そ にん ちんじゅつ とう べん ひ

控訴人の主張及び立 証 は原判決事実適示及び被告第一審の主張の通りであるという
こう そ にん およ りっ しょう げん てき し およ ひ こく

のを引用しているのかも知れないが、これは控訴人が第一審において徹底的に詭弁で
こう そ にん き べん

あると論難して被告が降参したものであり、控訴状において事実誤認であると指摘し
ろん なん ひ こく こう さん こう そ

たものである。それ故その控訴人の論難、指摘を加えなければ当事者双方の陳 述 と
ゆえ こう そ にん ろん なん ちん じゅつ

することはできない。

最後に控訴人の控訴理由を述べた準備書面を陳 述 したことにし、控訴理由は審議
こう そ にん こう そ ちんじゅつ こう そ

しないで弁論終結となった。これでは裁判が行われたとは言えないではないか。

二、第一審判決に事実誤認があるからという理由で控訴したのに原判決は裁判を行わ
こう そ げん

ないで事実誤認のまま本件控訴を棄却した。
こう そ ききゃく

これは日本の裁判制度を無視した不法の裁判である。事実誤認とは口頭弁論に負け
こう とう べん ろん

て降参したものを判決の理由としたことである。降参したのではないというのであろ
こう さん こう さん

うが、降参もしない、反論もしないというのがもっとも悪いことで、自分の考えを絶
こう さん
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対視する誇大妄想 狂 症 状 である。
こ だい もう そうきょうしょうじょう

第二次的請求が不適法であるという主張も原告に 誤 りを指摘されて降参したもの
げん こく あやま こう さん

である。これを降参したのでないとするのは反論もしない、降参もしない誇大妄想
こう さん こう さん こ だい もう そう

狂 症 状 である。これを理由として判決を下したことは不法である。
きょうしょうじょう くだ

この控訴審において唯一の裁判らしいものは控訴人の補充陳 述 を付加して「軍備
こう そ しん こう そ にん ちんじゅつ

で国が護れないと裁判の場において公言されたのに反論しないのは国民をだますこと
まも

になる。口頭弁論は学問の世界で重んぜられている弁 証 法であって、真理に 従 って
こう とう べん ろん べんしょうほう したが

裁判が行われるように裁判は口頭弁論によると定められている」という控訴人の主張
こう とう べん ろん こう そ にん

を取り上げて審議したことである。しかしこの審議の結果も 誤 っている。被控訴人
あやま ひ こう そ にん

の反論は本件の審判にとって無用、不必要なものであると何の理由もつけずに断言し

ている。これは裁判がうそとごまかしで行われてもよいと言うことではないか。口頭
こう とう

弁論を無視することではないか。
べん ろん

第一審において裁判長が被告に反論させないので裁判官忌避の 申 立をしたが 却 下
ひ こく き ひ もうしたて きゃっ か

され、次々に抗告したが最高裁でも 却 下されたので、反論させなくてもよいことに
こう こく きゃっ か

なったと解釈して無用かつ不必要と断言したのかも知れないが、最高裁の決定書は理

由が記載されていないので無効である。反論させないことは審議しないことである。

三、反論させないからという理由で裁判官忌避の裁判を起こしたが、正しい裁判が行
き ひ

われなかった。政府の圧迫に屈して違憲の判決を出さないように反論させないのであ

るから三権分立を破り国家を危殆に 陥 れる売国奴的行為であると訴えたが、本件記
さん けん ぶん りつ き たい おとしい ばい こく ど

録を精査するも同裁判官にそのような事情があるとは認められないと、精査の結果を
せい さ せい さ

示すことなしに断言している。このような破廉恥な行為が他からの圧迫なしにどうし
は れん ち

て出来るのか、この行為そのものが圧迫があった確かな証拠であるといって抗告した
こう こく

が、この論 証 に答え得ず、同事件の審理経過に照らして訴訟指揮権にもとづく正当
ろんしょう しん り て そしょう し き

な処置であることが明らかであるというのみで理由を述べていない。それで最高裁に

特別抗告したが、最高裁の決定も「違憲というがその実質は原決定の単なる法令違背
こう こく げん い はい

を
(36)

主張するものにすぎず」といって 却 下した。こう判断した理由がなく無効であ
きゃっ か

るから、決定書改訂願を提出したが 2 ヶ月たって無効決定書のまま 却 下を強行した。
きゃっ か

どうかこの裁判をやり直して正しい判決を出してください。何と詭弁を弄しても被
き べん ろう ひ

告に反論させないことは憲法 32 条に違背することである
(37)

。
こく い はい

1983 年（昭和 58 年）11 月 22 日

右上告人 鈴木 弼美
すけ よし

最高裁判所御中
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＊第一回口頭弁論調書
こう とう べん ろん

（弁論の要領）

控訴人
こう そ にん

控訴の趣旨二項
こう そ

「１（第一次請求）

被控訴人は控訴人に対し、金 1 万 2,970 円を支払え。
ひ こう そ にん こう そ にん きん

２（第二次請求）

被控訴人は控訴人が納得するよう軍備が憲法違反でないことを証明せよ」
ひ こう そ にん こう そ にん

と訂正し、同第三項として

「訴訟費用は第一，第二審とも被控訴人負担とする」
そしょう ひ こう そ にん

と追加のうえ控訴状陳 述
こう そ ちんじゅつ

被控訴人
ひ こう そ にん

答弁書陳 述
とう べん ちんじゅつ

当事者双方

原判決事実の適示のとおり原審口頭弁論の結果陳 述
げん てき し げん しん こう とう べん ろん ちんじゅつ

控訴人
こう そ にん

準備書簡（1983 年（昭和 58 年）7 月 21 日付）陳 述
しょ かん づけ ちんじゅつ

裁判所

弁論終結
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「友和」第 377 号 1985 年

12-13 年頭所感

年頭に際して思うことは「今年は一層平和の為に努力しなければならぬ」というこ
いっ そう

とである。

昨年は戦争の危機迫る暗黒の年であった。世界各地に戦争や流血の惨事があった。
せま さん じ

それに加えて、終わりに近づいて好戦的なレーガン氏と中曽根氏がそれぞれの国の首
なか そ ね しゅ

長 に再選されて一層暗黒を増した。しかし私たちは失望しない。クリスマスをもっ
ちょう いっ そう

ともよく預言しているイザヤ書９章に
よ げん

1 今くるしみを受くれども後には闇なかるべし。昔はゼブルンの地ナフタリの
やみ

地をあなどられしめ給いしかど、後には海にそいたる地、ヨルダンの 外 の地、
たま むこう

ことくに人のガリラヤに 栄 を受けしめ給えり。2 幽暗をあゆめる民は大いなる
さかえ たま く ら き たみ

光をみ、死蔭の地にすめる者の上に光てらせり。3 なんじ民をましその歓喜を
し かげ たみ よろ こび

大いにしたまいければ、かれらは収穫時によろこぶがごとく、掠物を分かつと
かりいれ どき え も の

きに楽しむがごとく 汝 の前によろこべり。4 そは 汝 かれらがおえる 軛 とその
なんじ なんじ くびき

肩の 笞 と 虐 ぐるものの杖とを折り、これを折りてミデアンの日のごとくなし
しもと しいた つえ

給いたればなり。 5 すべて乱れたたかう兵士のよろいと血にまみれたる 衣 と
たま つわもの ころも

はみな火のもえくさとなりて焚るべし。6 ひとりの嬰児われらのために生まれ
やか みどりご

たり。我等はひとりの子をあたえられたり。まつりごとはその肩にあり。その
われ ら

名は奇 妙 、また義士、また大能の神、とこしえの父、平和の君ととなえられ
き みょう ぎ し たい のう きみ

ん。7 そのまつりごとと平和とはましくわわりて 窮 なし、かつダビデの 位 に
かぎり くらい

すわりてその国をおさめ、今よりのちとこしえに公平と正義とをもてこれを立

てこれを保ちたまわん。万軍のエホバの熱心これを成したもうべし。
(38)

たも ばん ぐん な

とある。如何に世界が暗黒に覆われても神の光は照り輝く。ヨハネ伝 1 章 5 節には「光
い か おお て

は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。」とある。闇、 即 ち悪魔の
やみ やみ やみ すなわ

力がいくら強くとも神はこれに打ち勝って戦争のない、平和な世界を築き上げて下さ
きず

る。万軍のエホバの熱心これを成し給うべしとある。全能の神が全力を注いでやって
ばん ぐん たま

下さるのである。必ず 成 就するにきまっている。神が共に働いて下さるのである。
じょうじゅ

私たちの戦いは既に勝った戦いである。「勇気を出しなさい。わたしはすでに世に勝っ
すで

ている。」（ヨハネ伝 16 章 33 節）とおっしゃるキリストの下で戦うのである。暗黒
もと

の世に光が輝いたということがどんなに有難いことか私たちには 充 分知り尽くせな
あり がた じゅう ぶん つ

い程である。さあ平和の為に勇ましく戦おう。
いさ
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年頭に当たり次に思うことは会員を増したいということである。500 人位の会員で

はほとんど何もできない。事務は奉仕によって行い、何か事業をしようという時に寄
ほう し き

付金に頼るというのでは 充 分なことは出来ない。どうしても会員数を増やさなけれ
ふ きん じゅう ぶん

ばならない。会員の周囲には平和を愛する人々が何人かはいるでしょう。そういう方々

に入会をすゝめて頂きたい。平和団体や平和運動が多くあるが、その多くはイデオロ
す

ギーの宣伝の為で、非暴力の、真の平和の為のものではないので、我等のような真の
われ ら

平和の会には良心をもってすゝめられる。また入会しても何の働きも出来ないのでと
す

いって遠慮なさる方もあるかと思うが、今は 500 人くらいの小さな会であるから入っ

て下さるだけで大きな力になるから、積極的に運動に参加するお暇のない方でも平和
ひま

を愛する方は是非入っていただきたいと思う。どうか会員諸君は友人に入会を勧めて
ぜ ひ すす

いただきたい。会員各位が一年に一人入会させて下されば一年で二倍になり、二年で

四倍になり三年で八倍になるのである。どうか入会をすすめることを努力して頂きた

い。
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「友和」第 384 号 1985 年

12-14 政池仁前理事長を悼む
ま さ い け じ ん い た

政池仁前理事長は理事長在任は二期四ヶ年にすぎないが、日本友和会再建には非常
まさ いけ じん ゆう わ かい

に功労のあった方である。

戦後復活したと言っても会員数も少なく、経済的にも自立出来ず、国際友和会より
ゆう わ かい

援助を受けている状態であった。これではならないと言って政池理事はほとんど一人
まさ いけ

で非常に努力なさって、会員数を増やし経済的に独立出来るようにして下さった。そ

してまず国際友和会よりの援助を辞退出来るようになり、今日では国際友和会の費用
ゆう わ かい こん にち ゆう わ かい

を少しではあるが負担するようになった。これは政池理事の献身的な御努力による。
まさ いけ ご

政池仁理事は再建日本友和会の生みの親と言ってもいい方である。
まさ いけ じん ゆう わ かい

経済的独立が出来なければ、どんな立派な働きをしても無意味である。経済的援助

をしてくれるものの為にしていることになる。経済的独立なくして精神的独立はあり

得ない。どうしても経済的援助者の思想に同調したくなる。国際友和会は思想の統一
え ゆう わ かい

などはしないであろうが、それでも各々独立した各国友和会の連合として強力に平和
おの おの ゆう わ かい

運動を推進することが出来るのである。それ故生みの親というのも言い過ぎではない。
ゆえ

政池仁前理事長を天国に送って思うことは、残された我等はその遺志を徹底させ、
まさ いけ じん われ ら い し

日本友和会の独立を 全 うするよう努力しなければならないということである。独立
ゆう わ かい まっと

したと言っても事務の多くを有志の方の奉仕にまたなければならないとか、何か特別
ほう し

なことをする時に特別寄付金を集めるとかいうのではほんとでない。会員を増やすこ
き ふ きん

とが目下の 急 務である。
もっ か きゅう む

世には平和を愛し、平和を求める人々は多い。ことに基督信徒に多い。そして平和
キリスト

運動をしている団体も多い。しかし多くの平和団体は自分のイデオロギー宣伝の為に

平和運動をしているので、ほんとに、平和の為の平和運動をしているものは少ない。

それ故我らは確信をもって人々に殊に基督信徒に友和会への入会をすすめることが出
ゆえ こと キリスト ゆう わ かい

来る。会員各自が会員を増す努力をなさることを切望する。
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「友和」第 389 号 1986 年

12-15 軍事費納税拒否裁判（米沢講演 (39)その一）
よ ね ざ わ

今、私がやっております軍事費納税拒否の裁判の報告を致します。日本は法治国で
いた ほう ち こく

あります。法律で治めている国というわけです。すべての 行 政が法律によって行わ
おさ ぎょう せい

れているのであります。フランス革命前のフランスでは国王が気に入りの貴族に白紙

逮捕状を渡します。その貴族は、自分の憎むものの名前をそこに書きこめばその人が
にく

すぐ牢屋に入れられるというふうになっておりました。それではいけないからという
ろう や

ので、進んだ国家では法律によって刑罰を行う、刑法によって裁判を行って刑罰を行

うというふうになっております。徳川時代には、幕府が財政困難になりますと金持ち
ばく ふ

に御用金
(40)

を出せという命令を出します。それではやはりいけないからというので
ご よう きん

進んだ国家では、国税法というものを作ってその法律に 従 って税金を集める。そし
したが

てそれを国の費用にあてるということをしております。

日本も進んだ国でありますから法治国になっております。法治国においては国家の
ほう ち こく ほう ち こく

行 政をすべて法律によってやるのですから、法律をたくさん作らなければならない。
ぎょうせい

そうすると 充 分気をつけていても法律と法律との間に矛 盾 することが起ってまいり
じゅうぶん む じゅん

ます。そういう時には、より高い法律に従うというのが法律学の方の常識になってお
ほう

ります。特に憲法は最高法規であるからといって第 98 条に「この憲法は国の最高法規
さい こう ほう き さい こう ほう き

であってこの 条 規に反する法律、命令、 詔 勅 及び国務に関するその他の行為の全
じょう き しょうちょく およ

部または一部はその効力を有しない。」とあります。憲法に違反するものはいけない

んだといっております。国民は国税法に 従 って税金を納めなければなりません。が
したが おさ

憲法に反する部分は国税法に 従 ってはならないのであります。自衛隊は憲法第 9 条
したが

に違反いたします。 従 って政府は軍備を廃止しなければなりません。また、国民は
したが

軍備の為の税金を納めてはならないのであります。私は収入が少ない為に所得税を納
おさ おさ

めておりませんのですが、1979 年度には臨時の収入がありましたので、1980 年の 3

月には所得税を 240,200 円納めることになりました。その年の軍事費相当分 5.4 ％分
おさ そう とう

の 12,970 円を差し引いて納めました。12,970 円は銀行に預けました。その通帳を税
おさ

務署にあげました。必要なら差し押さえて下さい。私は軍事費分の税金を納めること
おさ

はできませんから、そういってやりました。

税務署ではそれを滞納分として没収いたしました。私は銀行に預けたということは
たい のう

うまいことを考えたと思っております。納税拒否をやりたいけれども、そうすると差

し押さえをされて何から何まで差し押さえられてしまって困るからといって納税拒否

をしない方が多いわけでございます。そしてまた、税金を 供 託 (41)することが出来れ
きょうたく

ば、それを没収するでしょうからいいんでしょうけれども、税金の 供 託ということ
きょうたく
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はできないことになっていますので、私は銀行に預けた。それを自由にしなさいといっ

てやりました。そして税務署ではそれを没収いたしまして、滞納分にあてました。そ
たい のう

れは憲法に違反することだからとってはいけない税金をとったのだから不当利得金を
ふ とう り とく きん

返還してほしいという税金の訴訟をおこしたわけでございます。1980 年の 3 月に税
そしょう

金を納めることになって軍事費分だけ差し引いて納めた。それを没収いたしましたか
おさ おさ

らそれを返せという裁判を 1980 年 8 月に提訴いたしました。法律の専門家は皆、こ
てい そ

の裁判は負けるといっております。

しかし法律技術をもって戦えば負けるであろうが真理をもって戦えば必ず勝つと私

は確信しております。それで弁護士を頼まないで戦っております。1980 年の 11 月 6

日に第一回の公判がありました。準備書面をもって口頭弁論にかえるということに
こう とう べん ろん

なっておりますので、初めはちょっと戸惑いましたが、準備書面をもって口頭弁論に
と まど こう とう べん ろん

かえるということは、準備書面をよく考えて書くことができますので、真理をもって

戦うには大変都合がよいのであります。なお、その上に公判と公判の間でも、準備書

面を取りかわして論争できるようにしてもらいました。普通の公判は両方でもって準

備書面を出しまして、これを主張と認めるか、はい認めます。それでその日の公判は

終わりになってその次はいつする、ということになってしまう。それでは裁判が非常

に長くかかりますから、公判と公判の間でも相手の人と準備書面で論争いたしまして

裁判を進めることにいたしました。これは大変成功いたしまして裁判の実質は、第三

回の公判を待たないで決まってしまいました。

政府は憲法問題に触れないで解決しようとして 徴 税と歳 出 は、法的関連性がない
ちょうぜい さいしゅつ

から歳 出 が憲法違反であっても納税拒否はできないと主張いたしました。そしてこ
さい しゅつ

れをもって訴えを追い払おうとしたわけです。しかしどの国にも国税法と歳 出 を決
さいしゅつ

める法律を一つにする国なんてありません。ですから法的関連性がないのは当然であ

ります。しかし集めた税金が歳入になり、その歳入が歳 出 になるのでありますから、
さいしゅつ

実質的には密接な関係があるのであります。法的関連性がないから実質的にも関連性

がないように思わせるのは悪質な詭弁であります。そして政府の主張を論破いたしま
き べん ろん ぱ

した。第二回の公判は 1981 年 2 月 6 日でありましたが、その時に準備書面が整って

いなかったので最後まで言うことはできませんでした。それで、次の公判の前に 2 月

10 日付の準備書面でそのことを徹底的に論破いたしました。それで、4 月 16 日の第
づけ ろん ぱ

三回公判を待たないで政府は降参いたしました。
こう さん

それでこの訴訟の核心であります自衛隊が違憲であるかどうかの論争に入らなけれ
そしょう

ばならない。違憲であっても何でも、関連性がないから納税拒否はできないとしよう

としたんですけれども、それができなくなったわけですから、どうしても自衛隊が違

憲であるかどうかの論争をしなければならなくなったわけです。それなのに反論して

こないのです。いくら違憲でないといって反論するようにと言ってもしないでおりま
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す。1980 年 11 月に名古屋でもって、同じような納税拒否の裁判に判決が下りました。

それが、7 年か 8 年続いておったのです。日本の裁判がこんなに長く続くことは、日

本の恥だと思うんですけれども、8 年も続いて 1980 年の 11 月に名古屋において、軍
はじ

事費納税拒否裁判の判決が下りました。その判決の中に、政府の自衛隊合憲論があり

ましたが、それを私の裁判の場合にも証拠として出してまいりました。それでこれを

政府の主張だとして、それを反駁するから、反論してほしいと政府の自衛隊合憲論を
はん ばく

反駁いたしました。政府は、軍備等は統治行為であって、高度の政治的判断を要する
はん ばく とう ち こう い

ものであるから、裁判所の審査の対象にならないということにしております。それを

反駁いたしました。高度の政治的判断を要するものならば、一層裁判所の審査による
はん ばく いっ そう

協力を要請すべきである。自分だけが高度の政治的判断ができると、うぬぼれている
よう せい

者には何もできないものであります。

それですから、国を守るのに役に立たない軍備を夢中になってしております。今日
こん にち

軍備をして米国と同盟することは、国を滅亡に追いやることではないか。米ソ戦争が
めつ ぼう

始まればいくら米国が守ってくれても、米国と日本が勝ってもソ連のミサイルはどん

どん日本の国土に落ちてまいります。国土は荒らされ、国民の多数は殺されます。勝

てば殺され方が少し少ない、国土の荒らされ方が少し少ないというだけで、国土の大

部分が荒らされ、国民の多数が殺されることにおいては変わりないのです。戦争をし

たのでは守れない、勝っても守れない。これでも国は守れるのかと反駁いたしました
はん ばく

が、やはり反論してこない。ついでに申し上げますが、中曽根さんは米国に行って限
なか そ ね

定核戦争に同意してきました。これは日本を中心として、核戦争が徹底的に行われて

も、核戦争が米国ならびに、ソ連の本土に及ぼさないようにすることができるかどう
およ

か験すというのが限定核戦争であります (42)。
ため

ですから日本は徹底的に破壊されて、国民は、皆殺されることであります。不沈空
みな ふ ちん くう

母
(43)

だといっても、甲板はめちゃめちゃに破壊されて乗組員が皆殺されてしまえば
ぼ かん ぱん みな

戦争はできません。中曽根さんは自分も殺されるということに同意したというわけで
なか そ ね

す。これはどうしても危なくなれば、飛行機で脱出するから保護してくれ
(44)

という

約束でもあったとしなければ、考えられないことであります。この中曽根さんが、国
なか そ ね

民の間で最も人気があるというのです。日本国民はもっと真剣に考えなければならな

いわけであります。また、憲法第 9 条が自衛の軍備をもつことを禁止していないとい

う学説もあるから、自衛の軍備をもってはいけないということは成り立たないという
な

のでありますが、そういう学説はどういうことかというと、自衛権は国際法でも認め

ておるので、これを憲法で否定するはずがないというのであります。しかし、国際間

の道徳というのは、個人間の道徳より遅れております。国際法というものは遅れたも

のであります。

日本の憲法の方が国際法よりはるかに進んだもので、高い優れたものであります。
ほう すぐ
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故に国際法で認めているものを、日本の憲法が否定するはずがないというのはあやま
ゆえ

りでありまして、日本の憲法の方が国際法より高いものであります。政府の主張を徹
ほう

底的に反駁いたしまして、反論を求めましたのに反論しないのであります。反論しな
はん ばく

ければ負けるのではないかといっても裁判官は負けるを承知で反論しないものを無理

に反論させることはできないと、そういいます。裁判官と反論させろ、させなくても

いいという論争をずっと続けました。ソ連の脅威を説いて国民に不安の念を抱かせて、
きょうい と いだ

そうして軍備をしなければならないといってきておって、 公 の日本の裁判の席で軍
おおやけ

備では国を守れないと公言したのでありますから、これを反論しなければ国民をだま

すことになるといっても反論させないのであります。

（9 月、米沢市における講演 続く）
よね ざわ
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「友和」第 391 号 1986 年

12-16 軍事費納税拒否裁判（米沢講演その二）
よ ね ざ わ

1981 年の 4 月、第三回公判以来、1983 年 6 月の第九回公判まで反論させろという

のに反論させないままに、二年間空費し無駄にしてしまった。反論しなくてもいい理
む だ

由として、すべて判例主義によるから、だから反論しなくてもいい、もうすでに判例

で決まっているから、というかと思いまして、そういうことはいってはいけない。判

例主義によるということは日本中の法律学者が、それが正しいとしておっても、正し

くない法律に反する判例を作ってしまえば、法律なんてあって無きものになってしま

います。正しい判例は参考にしなくてはならないけれど、何でも判例主義によるとい

うのは間違いだといってやりました。

そのほか、証拠主義によって確かな証拠を集めておってやるからだから反論しなく

てもいいというかも知れないと思いまして、それもいけないということを私はいおう

と待っていた。ちょうどその頃ロッキード事件
(45)

において証拠の読み違いをしてお

りました。クラッター (46)がロサンゼルス空港で小佐野 (47)に 5 億ドル (48)だか渡した。
お さ の

それにクラッターの日記を証拠として出しまして、4 時半にどこどこのゴルフ場で 9

ホールのゴルフをしたと書いてある。そのゴルフ場に行くのには車で 50 分くらいか

かるから 4 時半にゴルフを始めるというのだったら (49)、3 時いくらかにロサンゼルス

空港を離れなければならない。だから 4 時半に小佐野と会ったというのは、不可能な
お さ の

ことだからと、立派なアリバイが成り立つということで、検察側の人もその証拠を認
な

めたのです。ところがいいあんばいに、裁判長がゴルフを好きでやっておって、いく

らロサンゼルスでも 4 時半から、たとえ半分の 9 ホールのゴルフもできない。だから 4

時半とゴルフとは別問題である。朝からゴルフをやっておったんだけれども、4 時半

に小佐野に会うために半分の 9 ホールで切り上げて空港へいったと、そういうことの

日記だと証拠を正しく読んだ。それで小佐野のアリバイが成り立たず小佐野は有罪に
な お さ の

なった。

証拠の読み違いがあるから、証拠主義による反論はいらないことにならない。です

から証拠主義によるといいましても、証拠の読み違いということがありますから、反

論させなければいけません。証拠というものも口頭弁論をうらづけるものでなくては
こう とう べん ろん

なりません。それで証拠主義によると言ったらこういって反論しようと思ったら、証

拠主義によるとはいわなかった。結局裁判官は、反論しなくてもいいというのは、民

事訴訟法の第何条にあるというのではなくて、民事訴訟法の全体の調子が反論しなく
そしょう そしょう

てもいいようになっておるから、反論しなくてもよいのだといいましたから、私が民

事訴訟法では口頭弁論を重んじていて口頭弁論とは互いに反論し合うことであるから
そしょう こう とう べん ろん こう とう べん ろん
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反論しなければならないと反論致しました。それは見解の相違だと裁判長がいいまし
いた けん かい そう い

た。ですから、私は大変憤慨致しました。討論に負けそうになると見解の相違だといっ
ふん がい いた けん かい そう い

て討論を打ち切って強行採決をするのは、自由民主党の悪い政治家のすることで、真

理を 尊 ぶところの学者や裁判官はしてはならないことであります。だから、そうい
とうと

う見解をもたれた理由を教えてくださいと申しましたが、それをしないで反論しなく
けん かい

てもいいという確かな証拠を示さないままに、弁論を終結に致しました
いた

それで私は裁判官の忌避をいたしました。反論し合うと負けてしまいますから、口
き ひ こう

頭弁論をやらせないで裁判を行えという政府の圧迫によってそういうことをしている
とう べん ろん

んですからね。そうでなければ、そんな馬鹿なことをいうはずがないんです。これは

司法が 行 政の奴婢
(50)

になってしまっていることを示します。これは三権分立を破る、
ぎょうせい ぬ ひ さん けん ぶん りつ

国を滅ぼす非常に恐ろしいことですから、反論させないのはよくないと、裁判官忌避
き ひ

の 申 立を致しました。その 申 立も 却 下されましたが、その 却 下の理由が理由になっ
もうしたて いた もうしたて きゃっ か きゃっ か

ていないので控訴にあたる抗告を致しました。
こう そ こう こく いた

高裁の忌避の裁判はなお悪い。米沢地裁の裁判は、間違った理由でありまするけれ
き ひ よね ざわ

ども理由らしいものをつけてちゃんと決定を下しておりますけれども高裁では、私が
くだ

あげた抗告の理由には触れないで裁判の経過を調べたけれど、これは裁判官の正当な
こう こく

指揮権発動であるから 却 下する。といってまいりました。米沢の地裁の一決定より
し き きゃっ か よね ざわ

も理由らしいことはいわないで 却 下してきました。それから上告にあたる特別抗告
きゃっ か こう こく

をいたしまして、こういう裁判の判決は判決といわないで決定というのですが、最も

簡単でした。「違憲というけれども、単なる法律違反を主張するにすぎないから 却 下
きゃっ か

する」としてきました。それでは理由にならない。すべて判決とか決定には理由を書

くことになっておりますのに理由が書いていない。単に 却 下するということを別の
きゃっ か

言葉でいったにすぎません。どうして単なる法律違反にすぎないと判断したのか、そ

の理由を書かなければ、判決、決定としては、無効なものですから、それで私は、決

定文改訂願いというものを出しました。こんなことは日本の裁判始まって以来、前代
ぜん だい

未聞だと思うんです。
み もん

日本では最高裁の裁判官のいうことを、うのみにして何でも通すものですから、悪

いことが行われるようになっていると思いましたから、決定文に理由をつけて下さい

と願いを出しました。そうしましたならば、二ヶ月は 却 下を強行しないでおりまし
きゃっ か

た。二ヶ月経っても理由をつけてくれませんから、また再度、決定文に理由をつけて
た

下さいと願いを出しました。それと行き違いに、理由を書いてない欠陥決定書のまま、
けっ かん

裁判官忌避 申 立の 却 下を強行し、米沢で判決を下すことになりました。
き ひ もうしたて きゃっ か よね ざわ くだ

米沢の裁判官は、 誤 った理由ではありましたが、それでもちゃんと理由をつけて
よね ざわ あやま

おりました。高裁の裁判官は、理由らしいものはいわないで、ただよく調べたけれど

もそういうことはないと、裁判官の正当な指揮権だからいいというにすぎない。最高
し き
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裁に行ったら、それもいわないで、違憲を言うが、単なる法律違反を主張するにすぎ

ないから 却 下するとこういってきている。日本の裁判官は、全体が悪いのですけれ
きゃっ か

ども、上に行くほど悪いんです。悪くなければ出世できないからということになるか

もしれません。忌避が 却 下されたので米沢地裁で判決を出すことになったが、その
き ひ きゃっ か よね ざわ

判決というのは口頭弁論で負けたことを理由にして判決を下しております。ですから、
こう とう べん ろん くだ

それはけしからん (51)、降参したんじゃないというかも知れないけれど、反論もしな
こう さん

い降参もしないのは一番悪い。
こう さん

それは誇大妄想の症状です。つまり、自分の考えが絶対だから、反論の必要がない
こ だい もう そう

というんでしょう。降参しない限りは、反論しなきゃいけない。そういうことを書い
こう さん

て控訴いたしました。けれども、今度は一回の公判だけで裁判らしい裁判はしないで、
こう そ

弁論を終結すると言いましたから、よっぽどそんな不正な裁判をしてはいけないと論

争しようと思いましたが、また同じことをくり返すよりも早く最高裁に言った方がい

いと思って、不都合を承知して判決を出させて、ただちに上告いたしました。上告の

理由として、こういうわけでちっとも、裁判らしい裁判はしていないと、高裁におけ

る口頭弁論の調書をつけて上告致しました。
こう とう べん ろん いた

そうしたら、やはり理由をつけないで、口頭弁論を経ないで 却 下してもよいとい
こう とう べん ろん きゃっ か

う民事訴訟法第 401 条によって 却 下した。ですからまた、判決文に理由をつけて下
そしょう きゃっ か

さいと昨年 3 月に要求しました。けれども何とも言ってきませんので、5 月にまた出

しましたけれども、まだ何ともいってきませんから、今度は再審願いを出そうと思っ

ております。多くの人は、こういうふうに 却 下されるから、負けるといっています
きゃっ か

が、私は不正な裁判をした方が、負けだと思っております。

再審願いを出そうと思っておりましたところ、昨年もまた、臨時の収入がありまし

て、今年の 3 月には、また所得税を 1,561,900 円納めるようになりました。今度は軍
おさ

事費分 5.8 ％にあたる、91,000 円を差し引いて納めまして、残りを没収させまして、
おさ

また、不当利得金返還請 求 事件というのを起こしました。第一回の公判は 9 月 30 日
ふ とう り とく きん へん かん せいきゅう

にありますが、裁判の公判は傍 聴 してもつまらない。口頭弁論をしないで、準備書
ぼう ちょう こう とう べん ろん

面を提出するだけで、これに書いてあるものを朗読することさえしないで 5 分か 10

分で公判終了となります。秘密裁判のようなもので公判で論争されたことは無関係で

勝手な判決を下しています。本当に日本の裁判は悪くなってしまって国民に信用され
くだ

ないでいる。それで今度は、あくまで反論させろと裁判官と対決して、ごまかされな

いようにする。反論させないというのは、もう反論できなくなったそのことを理由に

して、判決を下すのですから、不正な裁判です。何とかして反論させて、裁判が公正
くだ

に行われるようにしようと思っております。

（9 月、米沢市における講演 続く）
よね ざわ
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「友和」第 393 号 1986 年

12-17 軍事費納税拒否裁判（米沢講演その三）
よ ね ざ わ

政府では違憲でないということを、先程のお話にもありましたように、色々と理屈
さき ほど

の合わないことを言っております。ですから口頭弁論さえ、ちゃんとやってくれれば
こう とう べん ろん

政府の主張が間違っていることを立 証 できまして軍備をやめさせることが出来ます。
りっしょう

近頃 1 ％枠ならば、軍備をしてもいいように言われておりますけれども 1 ％以内の軍
わく

備でもいけないのです。反対党の人たちがへんなふうにして、GNP(52) 1 ％枠内なら、
わく ない

軍備をしてもよいように考えておりますけれども、これは 誤 りです。憲法よりも国
あやま

の方が優先であるから、軍備をするんだという、先程のお話もありましたけれども、
ほう さき ほど

軍備をしても国を守ることは出来ない。日本とアメリカの方が自衛の戦争で勝ったと
ほう

しましても、軍備では国を守ることは出来ない。ただ勝てば、国土の荒らされかたが

少し少なく、国民の殺されかたが少し少ないというだけで、国土が荒らされ国民の多

数が殺されることにおいては変わりがなく、軍備では守れない。

軍備が無いと却って侵略される心配がないということが先程のお話にありましたけ
かえ さき ほど

れども絶対とはいえないながら、万が一侵略されると言うことはあり得ますけれど、

争 いも何もないのに侵略してくるような国は、じきに自滅してしまいますから、少
あらそ

し辛抱していればよいのです。侵略者が来たら自由にさせておけばよい、抵抗しなけ

ればそうむやみに殺しはしません。人を殺すにしても国土を破壊するにしても、そう

むやみには致しません。力がいりますから。そういう時に平和か自由かどっちが大切
いた

かということがよく言われます。それはそういう不法な国の侵略をこうむれば、しば

らくは不自由するでしょうけれども、物質的な不自由なんて大したことはない。ちょっ

と我慢していればいいのです。そういう国はじきに滅びますから、じきに自由になれ

ます。抵抗しない方がいい。抵抗して沢山殺されたり、国土が荒らされたらそんなつ
たく さん

まらないことはない。

フィンランドでは帝政ロシアに侵略されまして、独立を失ったのです。けれどもフィ

ンランドの人達はしっかりしておりましたから、精神的独立までは失わないでおりま

したから、ちょっと辛抱している間に、帝政ロシアが倒れてしまって、フィンランド

は独立することができたのです。フィンランドではシベリウスという音楽家が 1899

年にフィンランディアというシンフォニックポエム、交響詩ですかね、それを作りま

してその音楽を聴きますと、フィンランドの人達は本当に愛国心をおこして独立した

くなるというので、ロシアの皇帝が演奏禁止に致しました。書物なら発売禁止であり
いた

ますけれども、音楽ですから演奏禁止に致しました。このように弾圧しましたけれど
いた

も、それから 17 年経って帝政ロシアは倒れ、フィンランドは独立を致しました。フィ
た いた
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ンランドは音楽でもって独立を 全 うしたのです。軍隊の力では国は守れないけれど
まっと

も、音楽では守れたわけです。

軍備では決して国を守ることは出来ない。軍備で国を守るという愚かなことはやめ

て、憲法第 9 条に 従 って、本当に国を守るようにすることが大事であります。世界
したが

各国が日本の憲法を真似して、平和憲法を作るように必ずなります。そうならなけれ
ま ね

ば国は滅びるのですからね。日本が平和憲法を与えられたということは、それが押し

つけであるか何であるか知りませんけれども、とにかく非常にいい憲法をあたえられ

て、そうして世界に本当の国家としての生き方を示すようになったのでございます。

日本の憲法は本当にすばらしいものでありまして、それを私たちは守らなければなら

ない。

国民が政治家にだまされないようにしなければいけない。軍備が必要であることを

主張するために軍備戸 締 論とか、真空論だとか、抑止論だとかいいますけれど、皆
と じまりろん しん くう ろん よく し ろん みな

間違いであります。日本で軍備がちっともなければそれは真空状態だから、ソ連でもっ
しん くう

て攻めて来るというのが真空論でありましょうけれども、日本に軍備がなくても、日
せ しん くう ろん

本なんか攻めてきません。アメリカと五分五分の戦争をしようというのですから、そ
せ

んなときに他の国を侵略して国力を弱めるような、そんなバカなことはしません。た

だ日本を侵略することによって、国力を強めて、アメリカに勝つことができるから、

と思うことがあるかも知れませんが、日本の国力をソ連の国力に加えることは、急に、

ただではできません。やはり国力を 消 耗しなくてはできないことでありますから、
しょうもう

決して真空だからといって攻めてくるような馬鹿なことは決してありません。
しん くう せ

抑止論は大きな間違いでありまして、相手よりも自分が強力な軍隊を持っておれば
よく し

抑止できる。けれども自分を押さえることはできない。軍備をもっていると、わがま
よく し

まができるようになって、どんどん悪くなってしまう。軍備がないと外交上において

色々な不利が起こるといいますけれどそのこと自身が軍備が無い方がいいということ

を示しているのです。軍備を背景にして外交上の折 衝 をしようとするのはそれは悪
せっ しょう

い折 衝 ですから、それは通らん方がいいのです。国を守るには軍隊は要らない。
せっしょう ほう い

今から 1,200 年以前、中国の唐の時代に杜牧という詩人がいました。その詩人が、
と ぼく

阿房宮の賦
(53)

ということを書いております。阿房宮というのは、秦の始皇帝が造っ
あぼうきゅう ふ あぼうきゅう しん し こう てい

たばかでかい宮殿のことです。阿房宮の賦にはすばらしい宮殿の跡であったことを書
あぼうきゅう ふ あと

いて居ります。が、こういうことをいっているのです。
お

「六国を滅ぼしたのは秦ではなくて六国だ。秦を滅ぼしたのは天下でなくて秦だ」
りっ こく しん りっ こく しん しん

と。これはどういうことかといいますと、七国あって七国のうち秦が非常に強くなっ
しん

て他を滅ぼしたんだ。けれども、六国をほろぼしたのは秦ではなくて六国だ、六つの
りっ こく しん りっ こく

国が悪い国になったから滅びたんだということであります。また、秦を滅ぼしたのは、
しん

項羽 (54)とか 劉 邦 (55)とかいう人達でありますけれども、そういう人達が秦を滅ぼした
こう う りゅう ほう しん
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のではなくて、秦が悪い国になったから滅びたんだといいます。阿房宮なんてばかな
しん あぼうきゅう

宮殿を作るから、だから滅びたんだというわけですね。これは実にえらいことをいっ

ていると思うのであります。国を売るような政治家が国を守るために軍備が必要だと

いっておりますけれど、千年以上前の唐の時代に、国を守るにはいい国になればいい

んだ。秦が滅びたのも、六国が滅びたのも悪い国になったから滅びたんだと、そうい
しん りっ こく

うことをいっているのでありまして、今の御用学者や政治家は本当に杜牧の前で慙死
ご よう と ぼく ざん し

(56)
すべきだと思うんです。国を守るには良い国になる。それが一番国を守るに良い

ことであって、軍備では守れない。昔から戦争で大きくなった国は沢山ありますが、皆
たく さん みな

早く滅びている。日本も日露戦争で大勝利を占めたのですが、たった 40 年しか日本
にち ろ

の国を守ることができなかった。日露戦争で勝ったのは 1905 年、今度の戦争で負け
にち ろ

たのが、1945 年であります。日露戦争で勝った為に日本の国民は悪くなって困ると
にち ろ

いって、明治天皇が戊申 詔 書というものを出しました。私が 10 歳くらいの時で、こ
ぼ しんしょうしょ

れは教育 勅 語と同じくらい大事だから暗記するぐらい覚えなくてはいけないといわ
ちょく ご

れたことを覚えております。日露戦争に勝ったために、日本人は悪くなって困るから
にち ろ

しっかりしなくてはいけないというのが、戊申 詔 書ですね。でも、戊申 詔 書ぐらい
ぼ しんしょうしょ ぼ しんしょうしょ

では良くならないで、国民は増々悪くなり、軍人が跋扈して侵略戦争を始め、そして
ます ます ばっ こ

滅亡を迎えるという本当に軍国主義の 定 石通りの道をたどって、日露戦争で勝った
めつ ぼう むか じょう せき にち ろ

ために今度の敗戦を迎えたのです。
むか

もっとえらい勝ち方をしたのは、普仏戦争の時のプロイセンです。戦争を始めて一
ふ ふつ

ヶ月半でもってフランス皇帝ナポレオン三世が捕虜になった。戦争を始めて一ヶ月半
ほ りょ

で皇帝が捕虜になるのは珍しいことであります。そういう勝ち方をしてパリを包囲し
ほ りょ

てプロイセン王は独逸帝国に皇帝ウィルヘルム一世 (57)としてパリ郊外ヴェルサイユ
ド イ ツ

宮殿で戴冠式をあげた。それは 1871 年でありますが、それから 47 年経った 1918 年
たい かん しき た

に独逸帝国が崩壊して三代目のドイツ皇帝ウィルヘルム二世
(58)

はオランダに逃げて
ド イ ツ ほう かい

いったのであります。決して軍隊では国は守れない。せいぜい守れても 40 年か 47 年

しか守れなかった。40 年でも守れればいいんじゃないかというかもしれませんけれ

ども、40 年では自分の子供の代で自分の子供が殺されるのです。軍隊では決して国

を守ることはできない。やはり国を守る一番良い道はよい国になることであります。

世界のためになるようなよい国になる。そうすれば決してつぶれない。軍隊の力で守

ろうとしても、じきに滅びてしまう。そのことを主張しているところの日本の憲法は

実にすばらしいものだと思うのです。

（米沢市における講演 完）
よね ざわ
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「友和」第 397 号 1986 年

12-18 ＦＯＲ全国大会開会礼拝における挨拶
あ い さ つ

本年の友和会の全国大会をここに開くことができたことは、大きな感謝であります。
ゆう わ かい

現在の世の中の様相は私どもの心配している通り、年ごとに悪魔の 跳 梁 が激しくな
よう そう ちょうりょう

り世の人達をだまして戦争へと導いて行きつつあります。それ故エペソ書 6 章を読ま
ゆえ

ざるを得ず、ここから力を得て平和運動を一層進めていく必要を痛感いたします。
いっ そう

民主主義は政治形態としては良いもので、これがきちんと行われるなら世界はよく

なって戦争は無くなります。しかし悪魔はそうなると困るので民主政治を倒し、民主

主義がよく行われないようにして戦争へ追いやろうとしております。アメリカでは好

戦的なレーガンが二年前、地辷り的な大 勝 をして大統領になり、アメリカを戦争の
じ すべ たい しょう

方向へと導いております。民主主義が正しく行われるならレーガンなどは出られませ

ん。日本でもこの国に最も害を及ぼす中曽根に人気があって、彼は予想もしない大 勝
およ なか そ ね たいしょう

をしました。彼ら二人は益々悪魔の手先になりつつあります。彼らを動かしているの
ます ます

は悪魔であります。中曽根はアメリカに行って日本における限定核戦争に同意して来
なか そ ね

ました。限定核戦争とは戦争がアメリカやソ連の 領 土に及ばないようにこれを限定
りょう ど およ

した地域で行おうとするものであります。それ故限定核戦争が日本を舞台に行われる
ゆえ

なら日本は徹底的に破壊されます。中曽根はアメリカで日本を不沈空母として使うこ
なか そ ね ふ ちん くう ぼ

とを提案しましたが、これは彼が日本を舞台とする限定戦争に同意した証拠でありま

す。限定核戦争によって日本から 200 ㎞以内は徹底した破壊を受けます。そうなって

も彼と彼の家族だけは、安全にアメリカに引き取ってやると密約があったのではない

かと勘繰りたくなる程の国民を無視したひどい約束であります。この中曽根が選挙に
かん ぐ なか そ ね

勝ったのは悪魔がそうさせたのであります。悪魔は人を慾で釣って買収し、民主主義
よく

が良く行われないようにしようとします。今の民主主義は封建制度よりも悪くなって

います。如何なる悪大名も 40 年も政権を握って居座るということはありません。し
い か い すわ

かし日本では 40 年近くも自民党政権が続いています。民主主義が利益代表であると

どうしてもこういうことになり、田中角栄のような人ばかりが出てまいります。民主
かく えい

主義は知能代表でなければなりません。そうでないと結局悪魔がこれに乗じて田中で

なければ中曽根のような政治家が出て来ます。日本の民主主義は利益代表だからどう
なか そ ね

しても腐敗を 免 れません。トルストイの書いたものに「イワンの馬鹿」という民話
ふ はい まぬか

があります。これは悪魔が木の葉を金に換えて馬鹿といわれている人達を誘惑しよう
こ は

としたが、畑を 耕 しながら助け合って暮らしてきて金を使う習慣を持たなかった馬
たがや

鹿達がその誘惑に振り向こうとしなかったので、悪魔は手の打ちようがなくて負け地

面にもぐってしまったという話であります。利益代表ではどうしても駄目なのです。
だ め
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信仰をもたなければ民主主義はよく行われません。世の中の情勢は益々悪の方向へ進
ます ます

んでいます。どうしても聖書に拠らなければなりません。エペソ人への手紙 6 章 11
よ びと

節にある「悪魔の策略に対抗して立ちうるために、神の武具で身を固めなさい。」と

は日本の武士が合戦の時にしたように完全武装をしなさいということであります。

これは悪魔の誘惑に負けないための防衛の武装で、エペソ人への手紙 6 章の言葉は
びと

皆防御のためだが、一つだけ攻撃的な言葉があります。それは御霊の 剣 、即 ち神の 言
ぼう ぎょ み たま つるぎ すなわ ことば

であります。私どもが悪魔に勝つには、真理そのものである神の 言 によるのが一番
ことば

確実な方法であります。「イワンの馬鹿」の話で、悪魔は聖書の言葉を聞くといたた

まれなくなって地面にもぐってしまいます。私どもも聖書の言葉に 従 って悪魔と戦
したが

わなければなりません。

イエスは悪魔の誘惑に対抗するのに聖書の言葉をもっていたしました。荒れ野で飢
う

えた時、石をパンに変えるようにとの悪魔の誘いを、「人はパンだけで生きるもので

はなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものである」と言って 退 けられま
しりぞ

した。これは申命記にある言葉です。また悪魔が「天使が支えるだろうから、宮の頂
しん めい き

上から下へ飛び降りてごらんなさい」と誘った時も「主なるあなたの神を 試 みては
しゅ こころ

ならない」という聖句を引いて拒絶しました。これも申命記の言葉です。最後に悪魔
しん めい き

が世の栄華を見せて「ひれ伏して私を拝むなら、これらのものを皆あげましょう」と
えい が ふ おが

試 みた時も「主なる神を拝し、ただ神にのみ仕えよ」との御言葉によってサタンを 退
こころ しゅ つか み こと ば しりぞ

けました。これも申命記の言葉です。イエスは聖書を、特に申命記をよく読まれたよ
しん めい き しん めい き

うです。内村先生がかつて「イエスの愛読書は申命記であった」と言ったことがあり
しん めい き

ます。

聖書の言葉によって悪に対抗すること、これが非常に大事であります。わたしは毎

年同じことを申しますが、それを繰り返して言わねばならぬほど今の時代は悪が跋扈
ばっ こ

しております。御霊の 剣 、 即 ち神の 言 によれば悪に負けることはありません。ど
み たま つるぎ すなわ ことば

うぞ皆一生懸命信仰を求めて悪に打ち勝とうではありませんか。
みな

（記録 天野 隆 治
(59)

）
あま の りゅう じ
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「友和」第 401 号 1987 年

12-19 年頭の辞
ことば

昨年は平和を願うものにとっては悪しき年であった。レイキャビク (60)での軍縮会
あ

議 (61)がまとまりそうになったが SDI（戦略防衛構想 (62)）の事で決裂してしまった。

日本でも米国でも軍国主義的様相が強くなった。全世界が戦争に向かって突進してい
よう そう

るように見える。悪魔が 跳 梁 跋扈している。しかし悪魔の力には限度がある。悪魔
ちょうりょうばっ こ

の手先になって跋扈しているレーガン大統領もボロを出し始めた。イランへの武器売
ばっ こ

却問題
(63)

が命取りにならないように必死の努力をしているがウォーターゲート事件

のようになりかかっている。平和を愛する者が一縷
(64)

の希望をもって 1987 年を迎え
いち る むか

ることができた。本当に有難いことである。
あり がた

新しい年の始めに当たって我らは一層平和実現のために努力しなければならない。
いっ そう

多くの世界中の人々は戦争を恐れ、平和を願っているのに政治家達は理性を失って、

自 らを滅亡させる戦争をしようとし、民衆を騙して仲間に引き入れようとしている。
みずか めつ ぼう だま

政治家の中で最も知性豊かであるのは米国の大統領とソ連の書記長であろうが、そ

の彼らが最も愚かなことをする。現在ソ連と米国にある原爆は広島に落とした原爆の

150 万倍であると言われている。その 100 分の 3 の原爆で地球は目茶目茶に破壊され
め ちゃ め ちゃ

る。それで残りの 97 ％の原爆は使用する機会がなくなる。その使用し得ない、役に
え

立たない核兵器を相手より多いとか少ないとかいって争っている。愚かの極みではな
きわ

いか。

二度の世界大戦で二度とも軍備の少ない方が勝った。これは国家総力戦では軍備を

出来るだけ小さくして、それだけ国力を養っておく方が戦争に勝つことを示している。

それだのに米国でもソ連でもすべてを犠牲にして軍備増強に腐心している。米国では
ぎ せい ふ しん

戦争にならないうちに財政破綻で滅亡せんとしている。SDI はできるであろうが非
は たん めつ ぼう

常に国力を吸収するものであるから、それが出来ても戦争には負ける。ソ連は戦争に

勝つつもりなら米国にやらせた方がよい。米・ソの指導者達はこのように愚かである。

この愚かさを悟らせることは容易である筈だが、偉い政治家達は悪魔の奴隷になって
はず ど れい

いるから悟れないで、滅亡に向かって突進している。悲しいことである。
めつ ぼう

しかし我らは失望しない。全能の神は愛である。必ずソ連をも米国をも救い給うで
たま

あろう。我らは祈ることを教えられた。平和の為に祈ることが出来る。悪魔の 虜 に
とりこ

なっている人々が解き放たれるよう祈ることが出来る。祈りが最大の平和運動である。

暗黒の中にあってもこの希望をもって新しい年を迎えることが出来る我らは幸福であ
むか

る。一生懸命祈りましょう。
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「友和」第 405 号 1987 年

12-20 1987年度総会

開会の挨拶 鈴木理事長
あい さつ

悪魔の勢力は強いけれども神は着々と御旨を成しつつある。レーガンはイラン・
み むね な

ゲート (65)を起こし、中曽根はレーガンのお先棒を担いで (66)いる。友和会は小さな団
なか そ ね さき ぼう ゆう わ かい

体であるが友和会の働きで悪魔の手練を破って御国を来たらせたい。－－－御心をなす
ゆう わ かい て だ て み くに みこころ

ために必要な知恵と力を与えたまえ。
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「友和」第 409 号 1987 年

12-21 真理に従ってのたたかい（開会礼拝）
したが

戦争に敗けた日本に平和憲法が与えられたということは大変な感謝である。それは

屈 辱 の中から日本を立ち上がらせ、世界をリードするようにさせられたからである。
くつじょく

悪魔はその平和憲法をいまや空洞化しようとしている。しかし、私たちはこれに勝つ

ことができる。今私は軍事費不払いの裁判をやっている。税金が憲法に違反して使わ
ふ ばら

れている。だからその不当な部分を返せ、といってたたかっている。政府はこれに妨害
ぼう がい

を加え、憲法裁判をさせないようにしている。そして専門家はみな、この裁判は負け

ると言う。しかし、真理に従えば必ず勝つ。憲法に反する 行 政はやめさせなくては
ぎょう せい

ならない。法律同士
(67)

がぶつかる時にはより高い法律に従うのが道理であり、憲法 98

条によれば憲法が日本における最高の法規なのだ。残念なことではあるが日本では上

級の裁判所程まちがった裁判をする。裁判官といえども憲法に 従 って裁判をしなけ
ほど したが

ればならないのに。私たちはたしかに弱い存在だ。しかしたとえどのような弱い存在

であったとしても真理に従えば必ず勝つことができるのだ。エペソ書第 6 章 10 節に

あるように、私たちの闘いは防御の闘いである。その中でただ一つの攻撃は「御霊の
ぼう ぎょ み たま

つるぎ」による闘いである。これは神の言葉による闘いのことを言うのだ。「イワン

の馬鹿」に出てくる悪魔は真理のことばを耳にすると土の中にもぐってしまう。この

ように真理は必ず勝つ。だから私たちは聖書に 従 ってたたかって行こう。
したが
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「友和」第 418 号 1988 年

12-22 退任の挨拶
あ い さ つ

この度老齢のために理事長を辞任することになりました。総会に出席して挨拶しな
たび あい さつ

ければならないのですが、折悪しく (68)独立学園の入学式と重なり出席できませんの
おり あ

で書面をもって退任の挨拶を申し上げます。
あい さつ

8 年の長期に亘り理事長の座についていて何も友和会のためによきことをすること
わた ゆう わ かい

が出来なかったこと慚愧にたえません
(69)

。今は 8 年前より世相が険悪になり、政府
ざん き せ そう けん あく

は憲法を破り軍備を拡 張 し、財政的破綻に 陥 り滅亡に瀕しつつあります。今日ほど
かくちょう は たん おちい めつ ぼう ひん こん にち

友和会が軍備を廃めるよう働きかけなければならない時はありません。政府は私共小
ゆう わ かい や

さき者の声は黙殺し滅亡に向かって突進しています。ちょうど都合よく昨年 12 月に
もく さつ めつ ぼう

私の憲法を護る裁判で私が勝ちましたので（注）政府に軍備を廃めよ、税金は返せ、
まも や

日米安保条約は廃止せよと要求したが未だに応答がありません。政府が反論しなけれ
いま

ば認めたことになるので、税務署へ返還の督促に行きました。政府が反論するまで、
とく そく

税務署が返還するまで督促に行きます。政府で反論すればその反論を政府で降参する
とく そく こう さん

まで続けます。私一人でも政府を降参させることが出来ると思いますが、友和会員で
こう さん ゆう わ かい

所得税を納めている方は軍事費分の税の返還を請求してください。そうすれば早く政
おさ

府が降参するでしょう。弱い小さい者ですが真理によって立つならば国をも動かすこ
こう さん

とが出来ます。「私たちは真理に逆らっては何をする力もなく、真理に従えば力があ

る」（コリント後書 13 章 8 節）であります。政府への命令書と裁判の最後の書面二
こう しょ

通を添付いたします。これを税務署に見せて請求してください。
てん ぷ

（注・本号添付の附録参照）編集部 (70)
てん ぷ



(1)

(1) 市東礼次郎、日本友和会元書記長。
し とうれい じ ろう ゆう わ かい

(2) 元の英文は、同じ段落で国と訳されている語と同じく the nation。意図的に国民と訳したの

かもしれないが、ここも国としたほうがわかりやすいと思われる。

(3) 1865 年 3 月 4 日、リンカーンが二期目の大統領就任演説の終盤で述べたことばで、英語では

With malice toward none, with charity for all。新渡戸稲造がこの英文を墨で書いた書が、札

幌独立キリスト教会に掲示されている。

(4) 原文の表現は、現在では適切でないため改めた。

(5) 自分自身を立派な人間、あるいはその職務や地位に適任者だと思いこむこと。

(6) 田中角栄。
かくえい

(7) いわゆる芦田修正のことだろう。1946 年 8 月、現憲法の改正草案を審議していた日本政府の
あし だ

憲法改正小委員会において、その委員長だった芦田 均 が第九条二項の冒頭に、「前項の目的を達
あし だ ひとし

するため」という文 言を挿入する修正を行った。この文 言により、自衛のためならば軍備を持
もんごん もんごん

つことが憲法上認められるという解釈などが可能になったという説がある。

(8)（1904 ～ 1989）海軍軍人、航空自衛官を経て参議院議員。戦闘機パイロットであり、真珠湾攻

撃の作戦計画を立案、指導し、攻撃にも参加した。航空自衛隊の育ての親と言われ、自衛隊の航

空総隊司令、航空幕 僚 長 を務めたほか、アクロバット飛行チーム・ブルーインパルスを創設
ばくりょうちょう

した。参議院議員には自由民主党から立候補し、4 期 24 年務めた。

(9) 原文の表現は、現在では適切とされない可能性があるため改めた。

(10) 原文の表現は、現在では適切でないため改めた。

(11)（Jean Sibelius、1865 ～ 1957）、フィンランドの国民的作曲家。

(12) 原文では杜牧之。牧之は 字 。 字 とは、中国で成人男子が実名のほかにつけた別名。日本で
と ぼく し ぼ く し あざな あざな

も平安時代に用いられたほか、学者や文人が真似て用いた。諸葛孔明として有名な諸葛 亮 は、
ぶんじん ま ね もち しょかつこうめい しょかつりょう

諸葛 亮 が本名で、孔明は 字 。以後も、杜牧之は杜牧とした。
しょかつりょう こうめい あざな と ぼく し と ぼく

(13) 原文では安房宮賦。おそらく誤植と思われる。以後も、安房宮（賦）は阿房 宮 賦とした。
あ ぼうきゅう ふ

(14) 中国の戦国時代の斉・楚・燕・韓・魏・ 趙 の総称。この 6 つの国に秦を加えたのが 戦国
せい そ えん かん ぎ ちょう しん せんごく

七雄。紀元前 221 年に秦の始皇帝が六国を滅ぼして天下を統一し、中国史上初の中央集権国家
しちゆう しん し こうてい りっこく

となった。

(15) ここでの族するとは、滅ぼすの意。

(16) 相手に圧倒されて、手も足も出ないようす。

(17) International Fellowship of Reconciliation、国際友和会の略称。

(18) 井深 大 (1908 ～ 1997)、ソニー株式会社の創業者。
い ぶかまさる

(19) 本田宗一郎 (1906 ～ 1991)、本田技研工業株式会社の創業者。

(20) 原文は、指図しよう。

(21) 裁判官弾劾裁判所は、裁判官の身分にふさわしくない行為をしたり、職務上の義務に違反し
だんがい

た裁判官を辞めさせるかの判断、あるいは辞めさせた裁判官の資格を回復させるかの判断をする
や や
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(22) 裁判の名称に用いられている元号表記はそのまま記し、その後のカッコ内に西暦の年号を追

記した。以後同じ。

(23) （1943 ～）、裁判官。1982 年 4 月から 1986 年 3 月まで、山形地家裁米沢支部長を務めた。2008

年に定年で退官。2006 年、大阪高裁２刑部総括時代、平野母子殺害事件の控訴審（大阪高裁）
ひ ら の ぼ し こう そ しん

において裁判長を務めた。一審の大阪地裁の判決は無期懲役だったが、二審の大阪高裁で島は死

刑判決を下した。しかし、審理が尽くされておらず、また事実誤認の疑いがあるとして、最高裁

は高裁の判決を破棄し、地裁へ差し戻した。死刑判決が下された事件を最高裁が差し戻すことは

極めて異例。差し戻し審にあたり、大阪府警が極めて重要な証拠を紛失し、さらに警察も検察も

その事実を開示していなかったことなどが発覚。差し戻し審の大阪地方裁判所において、検察は

あらためて死刑を求刑したが、2012 年 3 月に無罪判決が言い渡された。検察側は控訴したが、2017
こう そ

年 3 月に大阪高裁は検察の控訴を棄却。検察が上告しなかったため、無罪が確定した。
こう そ

(24) 奥野誠亮（1913 ～ 2016）、官僚、政治家。名はせいりょうと読まれることもある。鈴木のこ
おく の せいすけ

の裁判の際は、鈴木善 幸内閣で法務大臣を務めていた。1963 年、国土庁長官であった際、日中
ぜんこう

戦争を肯定する発言により辞任に追い込まれた。夫婦別姓に反対し、自主憲法制定を主張し、み

んなで靖国神社に参拝する国会議員の会の初代会長を務めた。

(25) ここでは、日本をまるで傘のようにアメリカの保有する核兵器の力で覆い、それにより日本

を他国からの攻撃から守ろうとすること。

(26) ここでは、比喩的に、核爆発の時に発生するきのこ雲のことだろう。

(27) 原文の表現は、現在では適切でないため改めた。

(28) 本書 10-2-5 の註を参照のこと。

(29) 東京都北多摩郡砂川 町 （現立川市）にあった、米軍立川飛行場拡張反対闘争に関する事件。
た ま ぐんすながわちょう

1957 年 7 月 8 日、基地拡張のための測量に反対するデモ隊の一部が基地内に侵入し、7 名が起訴

された。この事件の裁判において初めて、旧安保条約が合憲かどうかが法廷で争われた。1959 年 3

月 30 日、東京地方裁判所は米軍駐留は憲法第 9 条違反であるとして無罪判決を下した。この判

決は、伊達秋雄裁判長（1909 ～ 1994）の名前をとって伊達判決と呼ばれる。検察側は最高裁判
だ て あき お だ て

所に 跳 躍上告。同年 12 月 16 日、最高裁は、安保条約は高度の政治性を有する統治行為であり、
ちょうやく

例外的に裁判所の審査権が及ばないとして、原判決である伊達判決を破棄し、東京地裁に差し戻
およ げん だ て

した。結果的には、（旧）安保条約や米軍の駐留は事実上合憲とされ、1963 年 12 月に被告人の

有罪が確定した。米軍立川飛行場は 1977 年に日本に全面返還され、現在は一部が防衛省所管の

軍用飛行場となっている。なお、伊達秋雄裁判長は、伊達判決の 2 年後、1961 年に弁護士に転
だ て あき お だ て

じ、その後は法政大学法学部教授となった。鈴木は左遷されたと述べているが、真偽は不明。
さ せん しん ぎ
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裁判所のこと。憲法に基づいて国会が設置する常設の機関で、衆議院議員と参議院議員各 7 名ず
もと

つ、合計 14 名の国会議員で構成される。弾劾裁判所に裁判官の罷免の訴追をできるのは、衆議
だんがい ひ めん そ つい

院議員と参議院議員各 10 名ずつ、計 20 名の訴追委員で構成される裁判官訴追委員会のみである。
そ つい そ つい

そのため、鈴木が述べているような形で、国民が直接、弾 劾裁判所に裁判官の罷免の訴追をす
だんがい ひ めん そ つい

ることはできない。国民が裁判官を辞めさせたいときは、裁判官の罷免の訴追を請求する訴追請
や ひ めん そ つい そ つい

求状を訴追委員会に提出する。
そ つい
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(30)（1918 ～ 2019）、内務省役人、海軍中尉を経て、戦後政治家に転じ、1982 年～ 1987 年まで内

閣総理大臣。自主憲法制定（憲法改正）をライフワークとし、政界引退後も新憲法制定議員同盟

の会長を務めた。総理在任中にアメリカ大統領であったロナルド・レーガンとは、互いをロン、

ヤスと呼び合うほどの親密な仲だったと言われる。余談だが、1985 年首相として初めて靖国神
やすくに

社を公式参拝した中曽根だが、軍隊に入隊する際には聖書を持参したと言われている。
なか そ ね

(31) 中曽根氏には、政界の風見鶏というあだ名があった。

(32) 物事の最も大切なところ。肝心の点。
かんじん

(33) 詳細は不明だが、内容的には本書 12-7 中にある「 徴 税と歳 出 は関連性がないから、歳 出
ちょうぜい さいしゅつ さいしゅつ

に憲法違反があっても納税拒否は出来ないとして棄 却させようとした（1981 年（昭和 56 年）1
ききゃく

月 31 日付被告準備書面）」ということだろう。
づけ ひ こく

(34) 当を得ていないこと。道理に合わないこと。不当。

(35) 原文は、ダイアレクテックス

(36) 原文は、法令違背も。おそらく誤植であるので改めた。

(37) 原文は、〈憲法二条に違背することである〉。おそらく誤植であるので 32 条に改めた。

(38)（新共同訳）「闇の中を歩む民は、大いなる光を見／死の陰の地に住む者の上に、光が輝いた。

／あなたは深い喜びと／大きな楽しみをお与えになり／人々は御前に喜び祝った。刈り入れの時
み まえ

を祝うように／戦利品を分け合って楽しむように。／彼らの負う軛、肩を打つ杖、虐げる者の鞭

を／あなたはミディアンの日のように／折ってくださった。／地を踏み鳴らした兵士の靴／血に

まみれた軍服はことごとく／火に投げ込まれ、焼き尽くされた。／ひとりのみどりごがわたした

ちのために生まれた。ひとりの男の子がわたしたちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名

は、「驚くべき指導者、力ある神／永遠の父、平和の君」と唱えられる。／ダビデの王座とその

王国に権威は増し／平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの業によって／今もそしてとこ

しえに、立てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。」（イザヤ書 9 章 1 節～ 6

節）

(39) おそらく、1985 年 9 月 5 日に山形県米沢市で開かれた、日本友和会（FOR）平和講演会での

講演録。この講演会では、鈴木の後に独立学園校長となった武祐一郎も「憲法 9 条と日本の防
たけゆういちろう

衛」という講演をしている。

(40) 幕府や諸藩に出入りを許された特権的な商人に臨時に負担させた金銭。
しょはん

(41) 保証などのために、金銭などを特定の機関や人などに預けること。

(42) 限定核戦争とは、全面的な核戦争ではなく、部分的また限定的に核兵器を使用する仮定上の

戦争のこと。1980 年代、アメリカのレーガン政権時代に議論されたが、限定核戦争の構想は核の

抑止効果を弱め、核攻撃を誘発する可能性を高めることとなるため、別の形での防衛力強化が図

られるようになった。ここで鈴木が述べているのは、米ソが核戦争をしたとしても、それは米ソ

両国をつぶし合う全面核戦争ではなく限定核戦争となり、その際の戦場となって破壊されるのは

日本となることを、中曽根が首相として了承したということだろう。近年、その影響力の強さゆ
なか そ ね

えに実際には使えない強力な戦略核兵器ではなく、より小型で威力が弱く、射程距離が短い戦術

核兵器、いわゆる「使える核兵器」を使用する研究がなされているが、この流れは限定核戦争論
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(43) 1983 年 1 月の訪米時に中曽根首相（当時）が発言したとされることばで、問題発言とされ大
なか そ ね

きな議論を呼んだ。発言の意図を説明するなど、当時の中曽根自身は発言自体を否定してはいな
い と なか そ ね

かったが、後年になり通訳の誤訳であると発言自体を否定した。しかし、2017 年 1 月に外務省が

公開した外交文書によって、中曽根自身が「日本列島を不沈空母のように強力に防衛する」と発
なか そ ね ふ ちんくう ぼ

言していたことが確認されている。そもそも、空母とは航空母艦のことで、航空機を搭載でき、
こうくう ぼ かん とうさい

その離着陸も可能な軍艦のことであり、軍の活動範囲を飛躍 的に広め、戦力を 著 しく強化す
ひ やくてき いちじる

る。中曽根は当時、日本に外国機の侵入を許さないという意味で語ったと説明していた。一方、
なか そ ね

世論は、空母は本拠地から離れたところでの軍事作戦の中核的存在であるため、日本が列島ごと

沈むことのない空母の役割となり、アメリカ本土外の軍事拠点として、身を挺してソ連の攻撃か
てい

らアメリカ本国を守るという意味にとらえた。

(44) 原文は、くれろ。出生地である山梨地方の方言と思われる。

(45) 戦後最大の汚職事件と言われる事件。ロッキード社が日本の関係者にばらまいた賄賂は総額
わい ろ

30 億円とも言われる。当時現職の総理であった田中角栄がそのうちの 5 億円を受けとったとさ
かくえい

れる。本書 7-3-48 の田中角栄の註も参照のこと。
かくえい

(46) ジョン・ウィリアム・クラッター（John William Clutter）、ロッキード社の元東京駐在事

務所代表。

(47) 小佐野賢治（1917 ～ 1986）、実業家。ロッキード事件の関係者として国会に 召 喚された。
お さ の けん じ しょうかん

その際の証言が偽 証 罪（議院証言法違反）に問われ逮捕され、実刑判決を受けた。控訴審を経
ぎ しょうざい こう そ しん

て、最高裁で係争中に死去した。
けいそう

(48) 詳細は不明だが、5 億円の間違いと思われる。

(49) 原文は、だったらば。

(50) 最も下の身分。召使い。奴隷。
ど れい

(51) 原文では、それは私はけしからん、となっているが、対応する述語が文中にないため、私が

を削除した。

(52) Gross National Product の略。国民総生産。その国で一定期間に生産された財やサービスの

総額。かつて広く用いられていた指標だが、現在は GDP（国内総生産）を指標とするのが主流。

(53) 賦は、漢文の韻文の一つ。
ふ いんぶん

(54)（前 232 ～前 202）、中国の武将。秦を滅ぼして楚王となった。
そ

(55)（前 247 ～前 195）、中国の武将。前漢の初代皇帝。

657

の延長にあると言えるかもしれない。ただし、戦術核兵器は、戦略核兵器と較べれば小型で威力

が弱くなる傾向があると言えるだろうが、なお途方もない威力を有している。たとえば、2020 年 2

月に米軍が実戦配備を発表した小型の潜水艦発射型弾道ミサイル弾頭・W76-2 の威力は、5 ～ 7

キロトンと言われる。広島に投下された原爆の威力が 15 キロトン程度であるため、威力はその

三分の一から半分程度にもなる。同じく潜水艦から発射される、改良前の W76 の威力にいたっ

ては 100 キロトン級であり、広島型原爆の 6 倍以上である。2022 年 2 月にロシアがウクライナへ

の侵攻を開始して以降、戦術核兵器の使用の可能性について語られることがあるが、戦術核兵器

を使用可能な核兵器と安易に考えることは致命的な誤りである。
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(56) 深く恥じて死ぬこと。死ぬほど深く恥じ入ること。

(57) ヴィルヘルムとも。原文では、ウイルヘルム。

(58) 原文では、カイザル。

(59) 鈴木の甥。独立学園元副校長。本書 6-5、佐藤のぶの註も参照されたい。
おい

(60) アイスランドの首都。レイキャビークなどとも。

(61) アメリカ・レーガン大統領と、ソ連・ゴルバチョフ書記長の間で行われた首脳会議。

(62) Strategic Defense Initiative の頭文字。1983 年にアメリカのレーガン大統領が提案。ソ連の弾道ミ

サイルがアメリカや同盟諸国の領土に到達する前に、地上や宇宙からのレーザービームなどでそ

のミサイルを迎撃や破壊をしようとした計画。技術的に困難であり、冷戦も終結したため、1993

年にクリントン大統領により中止された。別名、スターウォーズ（計画）とも。

(63) イラン・コントラ事件。レーガン政権最大のスキャンダルと言われる。1985 年 8 月、アメリ

カ軍の兵士らがレバノンで、イスラム教シーア派系過激派であるヒズボラに拘束され、人質と

なった。レーガン政権は、人質救出のためにヒズボラの後ろ盾であるイランと非公式なルートで

接触し、イラン・イラク戦争で劣勢だったイランに、極秘で武器を輸出することを約束した。し

かし、1979 年のイランアメリカ大使館人質事件以降、アメリカはイランとの国交を断絶していた

ため、武器輸出はもちろん、このような交渉自体も禁じられていた。さらに、アメリカは、イラ

ンが支払った代金の一部を、ニカラグアの反政府右派ゲリラであるコントラへの援助に流用した。

1986 年 11 月にこの問題が発覚。議会が禁じていたこれら一連の動きをホワイトハウスが密かに

行い、大統領やその側近たちが止めなかったばかりか深く関与していただろうことが、議会や世

論から激しく非難された。

(64) ひとすじの糸。つながりがごくわずかで、絶えかかっているようす。

(65) イラン・コントラ事件の別称。

(66) 人の手先となること。人の手先となる人。

(67) 原文では、同志。

(68) 都合が悪いこと。あいにく。

(69) 自らの行いを反省して、心から恥ずかしく思うこと。

(70) この添付資料は、本書には掲載していません。

ⅩⅡ


